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令和７年第３回坂城町議会定例会会議録 

 

１．招集年月日    令和７年９月１日 

２．招集の場所    坂城町議会議場 

３．開   会    ９月１日 午前１０時００分 

４．応 招 議 員    １３名 

    １番議員  中 嶋   登 君    ８番議員  玉 川 清 史 君 

    ２ 〃   大日向 進 也 君    ９ 〃   山 城 峻 一 君 

    ３ 〃   塚 田   舞 君   １０ 〃   祢 津 明 子 君 

    ４ 〃   水 出 康 成 君   １１ 〃   朝 倉 国 勝 君 

    ５ 〃   宮 入 健 誠 君   １２ 〃   滝 沢 幸 映 君 

    ６ 〃   中 村 忠 靖 君   １３ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ７ 〃   星   哲 夫 君    

５．不応招議員    なし 

６．出 席 議 員    １３名 

７．欠 席 議 員    なし 

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村   弘 君  

 教 育 長  塚 田 常 昭 君  

 総 務 課 長  竹 内 祐 一 君  

 企 画 政 策 課 長  長 崎 麻 子 君  

 会 計 管 理 者  竹 内 優 子 君  

 住 民 環 境 課 長  山 下 昌 律 君  

 福 祉 健 康 課 長  鳴 海 聡 子 君  

 商 工 農 林 課 長  北 村 一 朗 君  

 建 設 課 長  高 橋 卓 也 君  

 教 育 文 化 課 長  細 田 美 香 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  北 沢   明 君  

 まち創生推進室長  小河原 秀 昭 君  

 Ｄ Ｘ 推 進 室 長  瀬 下 幸 二 君  

 総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長 

 宮 下 佑 耶 君  

 総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長 

 宮 嶋 和 博 君  

 企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長 

 宮 原   卓 君  

 保健センター所長  川 島 徳 夫 君  

 子 ど も 支 援 室 長  橋 本 直 紀 君  

 代 表 監 査 委 員  春 日 英 次 君  

９．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  大 橋   勉 君  

 議 会 書 記  井 上 敬 子 君  
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10．議事日程 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 会期の決定について 

第 ３ 町長招集あいさつ 

第 ４ 諸報告 

第 ５ 報告第 ２号 町長の専決処分事項の報告について 

第 ６ 議案第３３号 坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

第 ７ 議案第３４号 千曲市・坂城町等公平委員会委員の選任について 

第 ８ 議案第３５号 令和６年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ９ 議案第３６号 令和６年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第１０ 議案第３７号 令和６年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

第１１ 議案第３８号 令和６年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第１２ 議案第３９号 令和６年度坂城町下水道事業会計決算の認定について 

第１３ 議案第４０号 坂城町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について 

第１４ 議案第４１号 坂城町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

第１５ 議案第４２号 令和７年度坂城町一般会計補正予算（第３号）について 

第１６ 議案第４３号 令和７年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て 

第１７ 議案第４４号 令和７年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

第１８ 議案第４５号 令和７年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

第１９ 議案第４６号 町道路線の廃止について 

第２０ 議案第４７号 坂城町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について 

11．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

12．議事の経過 

議長（中嶋君） おはようございます。 

 定足数に達しておりますので、これより令和７年第３回坂城町議会定例会を開会いたします。 

 なお、会議に入る前に、臼井洋一副町長から欠席の届出がなされております。 
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 また、会議に入る前に、カメラ等の使用の届出がなされており、これを許可してあります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 地方自治法第１２１条第１項の規定により、出席を求めた者は、理事者をはじめ各課等の長

でございます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「会議録署名議員の指名について」 

議長（中嶋君） 会議規則第１２７条の規定により、１１番 朝倉国勝議員、１２番 滝沢幸映

議員、１３番 大森茂彦議員を会議録署名議員に指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２「会期の決定について」 

議長（中嶋君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２２日までの２２日間といたしたいと思います。 

 ご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（中嶋君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から９月２２日までの

２２日間とすることに決定いたしました。 

 なお、一般質問の通告は、明日２日、午前１１時までといたします。質問時間は答弁を含め

１人１時間以内とし、発言順位はさきの全員協議会において決定をしたとおりであります。 

 また、今議会の一般質問の開議時刻は、議会運営委員会の決定により、午前９時といたしま

す。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３「町長招集あいさつ」 

議長（中嶋君） 町長から招集の挨拶があります。 

町長（山村君） 改めまして、おはようございます。本日ここに、令和７年第３回坂城町議会定

例会を招集いたしましたところ、議員の皆様全員のご出席をいただき開会できますことを心か

ら感謝申し上げます。 

 さて、今年も日本列島は猛暑に見舞われました。７月の平均気温は平年より２．８９度高く、

明治の統計開始以来、最も高温となっております。先月５日には群馬県伊勢崎市で４１．８度

を観測し、国内の歴代最高気温を更新いたしました。また、この夏は大気の不安定な状態が続

き、全国各地で、激しい雷雨や活発な前線の活動に伴う大雨などで、河川の氾濫や土砂災害が

頻発し、建物の浸水や損壊、道路の冠水など、自然の驚異が日本列島に大きな被害をもたらし

ております。 
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 このような中、町では、７月１日に全区長さんにお集まりいただき、台風シーズンが本格化

する夏から秋にかけ、大雨への備えがますます重要になることを踏まえ、ハザードマップや避

難情報のポイント、避難行動フローなどについて説明をさせていただく「防災説明会」を開催

し、日頃からの備えと災害時の行動などの再確認をお願いしたところであります。 

 また、鹿児島県トカラ列島近海では、６月２１日から活発な地震活動が続いており、７月

２０日までの１か月間に、震度１以上の揺れを観測した地震が２，１９６回に上り、特に６月

３０日から７月７日までの約１週間においては、震度６弱が１回、震度５強が３回、震度５弱

が４回観測されました。国内には、わかっているだけでも約２千もの活断層があり、近い将来

に、大きな地震を起こす可能性が高い活断層も複数指摘されており、いつ大きな地震が起きて

もおかしくない状況と言われております。 

 このような状況下におきまして、昨日３１日には、坂城地区を対象として、坂城小学校を会

場に町総合防災訓練を実施いたしました。昨年に引き続き、大型の地震を想定した情報伝達訓

練と避難所設営訓練を中心に、坂城地区の自主防災会や民生児童委員、婦人消防隊、町消防団

など、大勢の皆様に参加をいただきました。 

 災害の未然防止、被害の軽減を図るためには、住民の皆さんの日頃からの災害に対する備え

が重要であります。今後も家庭や地域、関係機関と連携を図りながら、防災・減災対策に努め

るとともに、命を守る行動の周知徹底を図り、「安全で住み良い、災害に強いまちづくり」を

進めてまいりたいと考えております。 

 さて、世界の経済情勢でありますが、第２次トランプ政権が打ち出した関税措置は、日本を

含め多くの国に衝撃を与えております。アメリカによる関税措置の発表後、米中両国間で報復

関税が発動されるなど事態が複雑化しており、今後、日本の中小企業についても輸出の鈍化、

設備投資や個人消費の低迷などの影響があると予測されております。 

 日本総研などによりますと、アメリカでは、４～６月期の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率プ

ラス３．０％と、輸入の急減を受けてプラス成長に転化したものの、関税コストの販売価格へ

の転嫁や低所得層の支出抑制により、先行きの個人消費は減少に転じる見通しとされておりま

す。 

 また、ヨーロッパにおきましては、４～６月期の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率プラス

０．５０％と、プラス成長は維持しているものの、前期から大幅に減速しており、その背景は

アメリカによる関税賦課前の駆け込み輸出の反動によるものとしております。 

 一方、中国においても、４～６月期の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率プラス５．２％で、政

府目標プラス５．０％を上回る伸びで推移しておりますが、アメリカの関税政策をめぐる不確

実性の高まりや、ＡＳＥＡＮなどへの駆け込み輸出の反動などにより景気は減速する見通しと

なっております。 
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 次に、国内の状況でありますが、内閣府による７月の「月例経済報告」では、「景気は、ア

メリカの通商政策等による影響が一部にみられるものの、緩やかに回復している」としており、

先行きについては、「雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが

期待されるが、アメリカの通商政策の影響による景気の下振れリスクには留意が必要であり、

加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、

景気を下押しするリスクとなっており、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要

がある」としております。 

 また、長野県内の状況につきましては、日銀松本支店が７月に発表した「長野県の金融経済

動向」によりますと、個人消費は緩やかに増加しており、設備投資も一部に弱めの動きがみら

れるものの、堅調に推移しているとされております。また、公共投資は振れを伴いつつも横ば

い圏内、生産についても横ばい圏内で、雇用・所得は緩やかに改善しているとの観測から、総

論として「長野県経済は、持ち直している」としております。 

 また、長野財務事務所における「県内経済情勢」におきましても、個人消費は緩やかに回復

しつつあり、生産活動は持ち直しつつあるとの観測で、総括判断として「県内経済は、持ち直

している」としているところであります。 

 当町におきましては、７月に実施いたしました町内の主な製造業２０社の４～６月期経営状

況調査の結果では、生産量は、３か月前の比較でプラスとした企業は前回調査時と同じ８社で

ありましたが、マイナスとした企業は３社から９社に増えております。一方、売上げについて

は、プラスとした企業は８社から９社に、マイナスとした企業は６社から７社となり、ほぼ横

ばいで推移しておりますが、アメリカの関税措置による景気への影響など不透明な状況であり、

今後の動きを注視していく必要があるものと考えております。 

 また、雇用につきましては、４～６月の実績が総計でプラス５４人と、３か月前のマイナス

４８人から大幅に増加しております。来春（令和８年４月）の雇用につきましても、１１社が

増員予定で、８社が減員分の補充を予定するなど、全体では１５２人の増員予定となっており、

町内企業の活発な採用姿勢がうかがえる状況となっております。 

 アメリカの関税措置や原材料費の高騰など不安定な状況ではありますが、国内外の経済動向

を注視しつつ、今後の町内企業の発展に期待するところであります。 

 続きまして、令和６年度の決算状況について申し上げます。 

 まず、歳入につきまして、町税のうち町民税の個人分が、令和５年度と比較いたしますと、

プラス１７．４％、約１億３，２００万円の増、法人分につきましても、プラス７６．４％、

約３億１，１００万円の増と、それぞれ増収となった一方、固定資産税につきましては、マイ

ナス１．５％、約１，９００万円の減で、町税全体では、前年度対比プラス１５．８％、約

４億２，１００万円の増収となりました。 
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 また、地方特例交付金につきましては、国の定額減税による個人町民税の減収分が国から補

塡されたことなどにより、前年度対比プラス１８４．６％、約５，９００万円の増額となって

おります。 

 地方交付税につきましては、普通交付税の算定基礎となる基準財政収入額の算定費目の町民

税が増額算定となったことから交付額は減額となり、地方交付税全体では、前年度対比マイナ

ス２．７％、約４，１００万円の減額となっております。 

 また、普通交付税の算定基礎となる基準財政収入額と基準財政需要額を用いて算出される財

政力指数につきましては、３か年の平均値が前年度の０．６２１から０．６２９となり、

０．００８ポイントの増となっておりますが、県内における順位につきましては昨年同様、

７７市町村中６番目、町村の中では軽井沢町に次ぐ第２位となっております。 

 次に、国庫支出金につきましては、定額減税や物価高騰対策に係る地方創生臨時交付金、自

治体システムの標準化に伴う補助金等が交付された一方で、橋梁修繕事業等に係る社会資本整

備総合交付金の減額等により、前年度と比較し、約５，４００万円の減額となっております。 

 続いて、県支出金につきましては、令和４年度から実施しておりましたＪＡながのちくま果

実流通センターの施設等改修に係る産地生産基盤パワーアップ事業交付金の減などにより、前

年度対比マイナス９．５％、約４，６００万円の減額となっております。 

 また、町債につきましては、文化センター、びんぐし湯さん館への太陽光発電設備整備事業

に係る緊急防災・減災事業債及び脱炭素化推進事業債の増額等により、プラス３．５％、

６００万円の増額となっております。 

 以上、歳入全体の決算額は、前年度対比プラス６．９％となる８２億２，０２１万８千円で

あります。 

 一方、歳出につきましては、継続して実施している町道Ａ０１号線道路改良事業や橋梁修繕

事業に加え、繰越事業の文化センター耐震補強及び大規模改修事業の増額などにより、普通建

設事業費では、前年度対比プラス９９．６％、約５億４，３００万円増額となる約１０億

８，８００万円となりました。 

 次に、義務的経費のうち扶助費につきましては、児童手当制度の拡充に伴う増により前年度

対比プラス９．１％、人件費につきましてはプラス１．９％、公債費につきましてはプラス

１．１％で、義務的経費全体では、プラス３．５％、約８，８００万円の増額であります。 

 また、その他の経費につきましては、定額減税調整給付金や物価高騰対応重点支援給付金事

業などにより、補助費等が前年度対比プラス７．１％、基金積立金などの積立金につきまして

はプラス１１９．９％で、その他の経費全体では、プラス９．０％、約３億６，９００万円の

増額であります。 

 以上、歳出全体の決算額は、前年度対比プラス１４．０％となる８１億５，４６６万１千円
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となっております。 

 なお、令和６年度決算を受けての財政健全化法による財政指標であります実質赤字比率、連

結実質赤字比率、将来負担比率につきましては、昨年度と同じくいずれもマイナス、起債発行

時の制限の基準となります実質公債費比率につきましては、３か年平均で、前年度からプラス

０．５ポイントの８．４％となっております。 

 いずれの指標につきましても、早期健全化基準及び財政再生基準に比べ健全な状況で推移を

しており、引き続き、将来にわたる負担の軽減、健全な財政運営に努めてまいります。 

 続きまして、６月定例会以降の主な事業の進捗状況について申し上げます。 

 町の最上位計画である「坂城町第６次長期総合計画」の後期基本計画及び第３期坂城町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」につきましては、一体的に計画を策定することとし、現在、

計画の検証や課題の洗い出しなどの作業を進めております。 

 先月２７日には町総合計画審議会において、後期基本計画及び総合戦略について諮問させて

いただきましたが、今後、計画の内容などについて、審議会委員の皆様にご審議をいただき、

来年３月の策定、公表に向け、作業を進めてまいります。 

 次に、新複合施設につきましては、今年度は、各分野の職員とのヒアリングや利用団体との

協議を踏まえ、詳細な実施設計に向け事業を進めております。 

 ７月１４日に開催しました第１回新複合施設建設委員会では、委員の皆様に対する説明と意

見交換を行い、設計内容や進捗状況、今後のスケジュールなどについて情報共有を図りました。

委員会終了後には、当日欠席された委員も含め、追加で意見をお聴きするなど、より使いやす

い施設づくりに向けて、具体的な設計作業を進めているところであります。 

 また、先月２８日には施設建設予定地周辺の関係者を対象に説明会を開催し、認定道路の付

け替えや工事に伴う交通規制等のスケジュールについてご説明させていただき、工事期間中の

安全対策等について、直接ご意見をお伺いする機会を設けたところであります。 

 なお、建設予定地内におきましては、先月末から埋蔵文化財の発掘調査に着手し、年内を目

途に調査を行う予定となっております。引き続き、令和８年度からの施設建設に向け、着実に

事業を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、町のＤＸ推進につきましては、国の「新しい地域経済・生活環境創生交付金」を活用

した今年度の取組といたしまして、町が提供する各種サービスやアプリを集約した「自治体統

合アプリ」の構築を進めるとともに、公共施設利用者の利便性の向上及び利用率向上を目的と

した「スマートロックシステム」の導入を予定しているところであります。 

 「自治体統合アプリ」につきましては、７月にプロポーザルによる審査会を開催し、構築事

業者を決定いたしました。 

 また、「スマートロックシステム」につきましても、入札により決定した事業者と契約を締
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結し、対象施設への導入に向けた現地調査を実施しているところであります。今後、ドアの劣

化箇所など必要な修繕を行い、来年１月の運用開始を目指してまいります。 

 なお、運用に向けた準備が整い次第、利用方法等につきまして、広報や町ホームページ等を

通じて、町民の皆様に順次お知らせしてまいりたいと考えております。 

 次に、びんぐし湯さん館の入館料につきましては、坂城町温泉施設条例の改正後、町温泉施

設の指定管理者である株式会社坂城町振興公社において検討が行われ、１０月１日からの改定

料金が決定されました。 

 利用される皆様の負担を考慮して、条例で定める上限額までの引上げは行わず、１回券の入

館料を６５０円とし、子ども料金については、改正前と同じ料金でご利用いただけることとな

りました。 

 今後も、株式会社坂城町振興公社とともに地域の皆様、施設を利用される皆様に愛される温

泉としてサービスの向上に努め、より一層ご満足いただける施設を目指し、連携してまいりま

す。 

 次に、子育て世帯の支援策として実施しております子どもの福祉医療費につきましては、こ

れまで医療機関や薬局の窓口においてご負担いただいていた受給者負担金５００円について、

８月１日以降の診療分より無料といたしました。 

 対象は出生時から１８歳到達後の３月３１日までの子どもで、約１，７００名に対して新し

い受給者証を交付したところであります。次代を担う子どもたちが健やかに成長できるよう、

引き続き安心して子育てができる環境整備に努めてまいります。 

 さて、今年で４８回目を迎えました夏の風物詩、町民まつり「坂城どんどん」が８月２日に

横町・立町通りを会場に開催されました。昼の部ではステージ発表や特別ゲストの日用品演奏

ユニットｋａｊｉｉ（カジー）さんによるライブなど様々な催しが行われ、子ども広場やビア

ガーデンなども大勢の方でにぎわいました。また、坂城小学校６年生や千曲川坂城陣太鼓によ

る太鼓演奏、坂城神輿会による神輿の練り歩きが行われたほか、夜の部では、踊り流しが行わ

れ、各連が息の合った踊りや威勢のよいパフォーマンスを披露し、会場が熱気に包まれました。

猛暑の中ではありましたが、ご参加いただいた町民の皆様や、開催にあたりご協力いただきま

した関係者の皆様に深く感謝申し上げます。 

 続いて、先月１５日には文化センターを会場として、議員各位にもご列席をいただく中、

「第７０回坂城町二十歳のつどい」が開催され、二十歳を迎えた１０７名の皆さんが出席され、

二十歳を祝う式典と記念撮影が行われました。 

 式典では、会場の大型スクリーンに当時の小中学校卒業式の様子が映し出され、懐かしさと

歳月の流れの速さに歓声が上がっていました。また、実行委員の代表からは、これまで支えて

くれたご家族などへの感謝とともに、人として社会に貢献していけるよう頑張りたいなどの思
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いが述べられ、頼もしく思うとともに、今後それぞれの目標に向かい、大いに活躍されること

を期待するところであります。 

 また、２３日には、文化センター体育館におきまして、「坂城・千曲薪能」が開催されまし

た。３年ぶりの開催となる今回は、坂城町と千曲市の能楽愛好団体が協力した広域連携による

共同開催方式となりました。当日は、宮入小左衛門行平刀匠による奉納鍛錬や、野村裕基さん

による狂言「茶壷」、松木千俊さんによる能「船弁慶」が上演され、大勢の皆様が一夜の幽玄

な舞台を堪能いたしました。 

 さて、今年は太平洋戦争終結から８０年の節目の年にあたり、平和に関する様々な事業を展

開いたしました。まず、７月２４日には、さかきふれあい大学「大人と子供の社会見学会」を

開催し、阿智村の満蒙開拓平和記念館に赴き、太平洋戦争時に日本から中国東北部の満州に

渡った大勢の農業移民、満蒙開拓団の展示見学や、語り部による概要説明、学習講和を通して

平和な社会とは何かを一緒に考える講座を実施したところであります。 

 また、坂木宿ふるさと歴史館では、７月２６日から昨日まで、企画展「戦争とさかき」を開

催いたしました。戦時中の地域社会に焦点を当て、役場から届いた通知、記念の盃、出征兵士

の手紙など、明治時代から昭和時代までの戦争に関わる様々な史料を展示し、大勢の皆様にお

越しいただきました。 

 さらに、８月６日には、長野大学坂城町講座での平和について考える特別授業を開催し、小

学生が長野大学の皆さんと一緒に上田市内に残る太平洋戦争での戦争遺跡をバスで巡り、当時

の社会情勢や思想を学びながら、平和について考える講座を開催いたしました。戦争に係る史

料や遺品、遺跡などを通して、戦争の悲惨さや平和の尊さを感じていただく貴重な機会となっ

たものと思っております。 

 続きまして、町内インフラ関係の動向について申し上げます。 

 町道Ａ０１号線の舗装修繕事業につきましては、坂城高校南側のコンビニエンスストア付近

の舗装修繕及び道路拡幅工事に今月から着手する予定であり、交通量に配慮した夜間工事や交

通規制の実施を予定しているところであります。 

 また、昭和橋修繕工事につきましては、国道側から数えて、６連目から８連目の上流部の主

構（アーチ部）の補修工事に１０月から着手し、主構補修工事完了後には引き続き、照明設備

補修工事に着手する予定であり、こちらも長期間にわたる交通規制を実施いたします。 

 工事期間中は、皆様に大変ご不便をおかけいたしますが、日程が決まり次第お知らせしてま

いりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 次に、水道事業広域化についてでありますが、県企業局と長野市、上田市、千曲市、坂城町

の５団体で構成する上田長野地域水道事業広域化協議会において、事業統合による広域化を行

う際の業務運営、組織体制、財政運営などに関する基本的方針や事項をまとめ、今後さらなる
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検討を進める上で指針となる基本計画について、協議を重ねてきたところであります。 

 ７月１４日に開催されました第５回協議会におきましては、公表済みの基本計画（素案）を

基に、これまでに意見募集等で住民の皆様から寄せられたご意見や、各構成団体からの意見等

を踏まえ修正した基本計画（案）について合意がなされ、年度内には正式に基本計画の決定を

目指すべく、さらに協議を進めることを確認したところであります。 

 町民の皆様には、引き続き丁寧な説明を行うとともに、ご意見等をお聞きしながら、今後の

方向性を決定してまいりたいと考えております。 

 続きまして、今後の事業やイベントの予定等について申し上げます。 

 今週５日に、テクノさかき駅前広場を会場として、「第３１回テクノさかき工業団地まつ

り」が開催されます。このお祭りは、工業団地内企業の従業員の皆さんのみならず、町内の小

さなお子さんから高齢の方まで、大勢の方が毎年楽しみにしておられ、今年も、ステージでの

お笑いライブや歌謡ステージのほか、屋台の出店、花火大会などが行われますので、多くの皆

様に楽しんでいただきたいと思います。 

 また、９月１５日の敬老の日を迎えるにあたり、町内で在宅の高齢者の皆様に対しまして、

長寿のお祝いと敬老の意を表し、今週６日に敬老訪問を行う予定としております。 

 今年度は、９月１日現在、８８歳の米寿の方が９８名、９９歳の白寿の方が１７名、

１００歳以上の方が１３名で、合計１２８名の皆様が敬老慶祝事業の対象となっております。

なお、当町の最高齢は大正６年生まれの１０８歳の方でございます。 

 次に、鉄の展示館では、今月６日から１１月１６日まで、「第１８回お守り刀展」を開催い

たします。この展覧会は、全国の刀匠や刀職者から出展されたコンクールの受賞作品を展示し、

日本の伝統美術工芸職人による刀剣美術をご覧いただけるまたとない機会となっておりますの

で、多くの皆様にご来館いただきたいと思っております。 

 さて、全国で問題となっている空き家の増加は、当町においても例外ではなく、空き家の適

正な管理や解消に向けて取り組んでいるところであります。 

 今月６日に「空き家対策講座」を開催するほか、２７日には、空き家に関する様々な困り事

の解決に向け、司法書士や宅地建物取引士、解体工事業者による無料相談会を開催いたします。

空き家を所有されている方、また、近く空き家になることが見込まれる方は、ぜひこの機会に

ご相談いただきたいと思います。 

 続きまして、９月補正予算の主な内容について申し上げます。 

 歳入につきましては、普通交付税の確定に伴う地方交付税及び物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金等の国庫支出金などを増額する一方で、基金からの繰入金を減額しております。 

 また、歳出につきましては、６月定例会で予算をお認めいただきました国の定額減税調整給

付事業につきまして、扶養の追加、所得減少や専従者、配偶者特別控除の対象者等の状況によ



 

－ 11 －  

り不足が生じるため、所要の予算について計上したところであります。 

 福祉分野におきましては、障がい福祉施設、高齢者福祉施設、医療機関等、物価高騰による

影響がある社会福祉施設等が、引き続き安定したサービスの提供ができるよう、国の物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、支援を行う経費について計上いたしております。 

 また、今年度から事業を開始した高齢者補聴器購入助成事業につきまして、申請件数の増加

に伴い、予算を増額し対応してまいります。 

 学校施設の整備につきましては、村上小学校の校内の連絡手段であるインターフォンに不具

合があるため、国の学校施設環境改善交付金を活用し、緊急通報装置付きインターフォンの整

備に係る予算を計上したところであります。 

 これらのほか、冬季の降雪に備え、町道及び林道の除雪経費、燃料高騰に伴う町温泉施設の

指定管理者への持続化負担金、道路及び水路改良工事費、バラ公園の施設整備に係る工事請負

費などを計上するとともに、現状の職員体制に合わせた人件費の調整をいたしております。 

 今議会に審議をお願いする案件は、専決報告が２件、人事案件が２件、一般会計・特別会

計・公営企業会計の決算認定が５件、条例の一部改正が２件、令和７年度の補正予算が４件、

町道路線の廃止が１件、町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定が１件の計１７件でございま

す。 

 よろしくご審議を賜り、ご決定いただきますようお願い申し上げまして、招集の挨拶とさせ

ていただきます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４「諸報告」 

議長（中嶋君） 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、公益財団法人さかきテクノセ

ンター及び株式会社坂城町振興公社、味ロッジ株式会社に係る令和７年３月３１日現在の経営

状況報告書の提出がございました。 

 また、監査委員から例月現金出納検査報告書が提出されております。それぞれお手元に配付

のとおりであります。 

 次に、陳情について申し上げます。本日までに受理した陳情は、お手元に配付のとおりでご

ざいます。所管の常任委員会に審査を付託いたしましたので、報告をいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（中嶋君） 日程第５「報告第２号 町長の専決処分事項の報告について」から日程第

７「議案第３４号 千曲市・坂城町等公平委員会委員の選任について」までの３件を一括議題

とし、議決の運びまでいたしたいと思います。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 
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議長（中嶋君） 朗読が終わりました。 

 引き続き、提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） それでは、専決第８号から議案第３４号まで、ご説明申し上げます。 

 まず、専決第８号「和解及び損害賠償額の決定について」ご説明申し上げます。 

 本件は、令和７年６月３日、松本市内の駐車場において、職員が公用車を駐車し、降車する

際、公用車のドアが隣に駐車していた相手方車両に接触し、損傷させた事故につきまして、相

手方へ損害賠償を支払うことで示談成立の合意を得ましたので、専決処分をいたしたものでご

ざいます。 

 次に、専決第９号「和解及び損害賠償額の決定について」ご説明申し上げます。 

 本件は、令和７年６月６日、大字上平の旧久保家住宅駐車場内において、相手方車両が通行

中、水量計の桝にかぶせてあった鉄板が跳ね上がり、相手方車両の燃料タンク等を損傷した事

故につきまして、相手方へ損害賠償を支払うことで示談成立の合意を得ましたので、専決処分

をいたしたものでございます。 

 以上、専決処分事項についてご報告いたします。 

 次に、議案第３３号「坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について」ご説明申し上げ

ます。 

 本案は、９月３０日をもって中澤惠子委員の３年間の任期満了にあたり、その後任として、

見識も高く、地域の信望も厚い西澤豊子氏が適任と存じ、選任いたしたく、地方税法第

４２３号第３項の規定により、議会の同意をお願いするものであります。 

 なお、任期は令和７年１０月１日から３年間であります。 

 中澤委員には８期２４年間にわたってご尽力いただきましたことに、心より感謝と御礼を申

し上げます。 

 最後に、議案第３４号「千曲市・坂城町等公平委員会委員の選任について」ご説明申し上げ

ます。 

 本案は、当町を含む１市１町３組合で共同設置している、千曲市・坂城町等公平委員会の委

員のうち、本年１１月２０日をもって任期が満了となる山崎典久委員について、同氏が経験豊

富で人格、識見ともに優れていることから、引き続き委員として再任いたしたく、議会の同意

をお願いするものであります。 

 なお、任期は令和７年１１月２１日から令和１１年１１月２０日までの４年間であります。 

 以上であります。 

議長（中嶋君） 提案理由の説明が終わりました。 

 ここで、議案調査のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時３８分～再開 午前１０時４８分） 
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議長（中嶋君） 再開いたします。 

◎日程第５「報告第２号 町長の専決処分事項の報告について」 

専決第８号「和解及び損害賠償額の決定について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）承認」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

専決第９号「和解及び損害賠償額の決定について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）承認」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６「議案第３３号 坂城町固定資産評価審査委員会委員の選任について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）同意」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７「議案第３４号 千曲市・坂城町等公平委員会委員の選任について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、電子採決、全員賛成により）同意」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（中嶋君） 次に、日程第８「議案第３５号 令和６年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認

定について」から日程第２０「議案第４７号 坂城町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定に

ついて」までの１３件を一括議題として、提案理由の説明を行います。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（中嶋君） 朗読が終わりました。 

 次に、提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） それでは、議案第３５号から第４７号まで、順次ご説明申し上げます。 

 まず、議案第３５号「令和６年度坂城町一般会計歳入歳出決算の認定について」ご説明申し

上げます。 

 令和６年度坂城町一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額８２億２，０２１万８千

円、歳出総額８１億５，４６６万１千円、歳入歳出差引額６，５５５万７千円となりました。 

 実質収支額につきましては、歳入歳出差引額から、事業の実施時期や工期の関係で令和７年

度へ繰り越した、物価高騰対策に係る国及び県の給付金支給事業、町道Ａ０１号線等の道路改

良事業などの繰越事業等の充当財源となる３，６２６万８千円を除いた２，９２８万９千円で

あります。 

 この実質収支額から財政調整基金に繰り入れた１，５００万円を除く１，４２８万９千円が、

令和７年度への繰越金であります。 

 まず、歳入の主な内容といたしまして、自主財源のおよそ６割を占める町税につきましては、
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法人町民税の増収等により、令和５年度と比較しプラス１５．８％、約４億２，１００万円の

増額となりました。 

 また、地方特例交付金につきましては、国の定額減税による減収分が補塡されたことから、

約５，９００万円の増額となりました。 

 地方交付税につきましては、普通交付税の算定基礎となる基準財政収入額が前年度より増額

算定となったことから交付額は減額となり、マイナス２．７％、約４，１００万円の減額とな

りました。 

 国庫支出金につきましては、自治体システムの標準化に係る補助金等が交付されましたが、

橋梁修繕事業等に係る社会資本整備総合交付金の減額等により、約５，４００万円の減額とな

りました。 

 続いて、歳出の主な内容につきまして、保健センターと老人福祉センターを複合化し、幅広

い世代が集う健康・福祉・子育て等の新たな拠点となる複合施設建設事業において、５年度に

策定した基本構想・基本計画を基に基本設計をまとめました。今年度は実施設計を行い、８年

度からの建設に向け準備を進めているところであります。 

 その他、ハード事業といたしましては、文化センター耐震補強及び大規模改修事業に約５億

１，３００万円、昭和橋等の橋梁修繕事業に約５，８００万円、水門の自動化を進める農業水

路等長寿命化防災減災事業に約４，２００万円などを支出したところであります。 

 デジタル化事業といたしましては、住民サービスの向上を図るため、公共施設予約管理シス

テム等を導入いたしました。また、テクノセンターの施設ＺＥＢ化改修事業や小学校１５０周

年記念事業への支援を実施いたしました。 

 決算の詳細につきましては、決算書の事項別明細書及びお手元にお配りいたしました主要施

策の成果及び実績報告書のとおりであります。 

 また、内容の詳細につきましては、後ほど担当課長から説明をいたします。 

 次に、議案第３６号「令和６年度坂城町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明申し上げます。 

 令和６年度本特別会計歳入歳出決算は、歳入総額１２億２，９９６万円、歳出総額１２億

２，４４５万２千円で、歳入歳出差引残額は５５０万８千円となり、このうち２８０万円を国

民健康保険基金に積み立て、２７０万８千円を令和７年度に繰り越したところであります。 

 歳入の主な内容といたしましては、国民健康保険税２億５，４６５万７千円、県支出金８億

８，２０６万３千円、一般会計繰入金７，９６０万３千円であります。 

 歳出の主な内容といたしましては、保険給付費８億６，８２２万５千円、事業費納付金３億

１，６６４万５千円、保健事業費１，４４３万円であります。 

 療養給付費、療養費、高額療養費を合わせた支払額は、前年度と比較しますと１．７％の減
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となっております。 

 次に、議案第３７号「令和６年度坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」ご

説明申し上げます。 

 令和６年度本特別会計歳入歳出決算は、歳入総額１３億６，００２万９千円、歳出総額

１３億５，８７６万７千円で、歳入歳出差引残額は１２６万２千円となり、このうち１５万円

を支払準備基金に積み立て、１１１万２千円を令和７年度に繰り越したところであります。 

 歳入の主な内容といたしましては、介護保険料２億９，８５８万２千円、国庫支出金３億

１，８３０万４千円、支払基金交付金３億５，１０９万８千円、県支出金１億８，９３７万

７千円、一般会計繰入金１億９，６７４万８千円であります。 

 歳出の主な内容といたしましては、保険給付費１２億５，９４０万３千円、基金積立金

８２５万５千円、地域支援事業費６，６７２万６千円であります。 

 前年度と比較し、保険給付費、地域支援事業費とも２．５％の増でありました。 

 次に、議案第３８号「令和６年度坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明申し上げます。 

 令和６年度本特別会計歳入歳出決算は、歳入総額２億８，５６２万７千円、歳出総額２億

８，５３２万７千円で、歳入歳出差引残額は３０万円となり、全額を令和７年度に繰り越した

ところであります。 

 歳入の主な内容といたしましては、後期高齢者医療保険料２億３，１４３万６千円、一般会

計繰入金５，３８３万９千円であります。 

 歳出の主な内容といたしましては、後期高齢者医療広域連合納付金２億８，３１２万５千円、

総務費１８６万５千円であります。 

 次に、議案第３９号「令和６年度坂城町下水道事業会計決算の認定について」ご説明申し上

げます。 

 公共下水道の整備は、主に中之条・上平地区の舗装本復旧及び坂城更埴バイパス関連で既設

下水道管路の移設工事を実施し、令和６年度末で供用面積は５７３ヘクタールに達し、整備面

積の進捗率は９５％となりました。 

 収益的収入の内容といたしましては、下水道事業収益６億１５６万３千円のうち営業収益

１億８，７１８万４千円、営業外収益４億１，４３７万９千円であり、収益的支出の内容につ

きましては、下水道事業費用５億４，５４０万３千円のうち営業費用５億２２３万２千円、営

業外費用３，７５１万８千円、特別損失５６５万３千円であります。 

 次に、資本的収入の内容といたしましては、資本的収入１億８，１８４万７千円のうち、企

業債１億５，５１０万円、補助金１，０４０万円、負担金等１，６３４万７千円であり、資本

的支出の内容につきましては、資本的支出４億２，９９１万７千円のうち建設改良費
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７，７８４万９千円、企業債償還金３億５，２０６万８千円であります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億４，８０７万円につきましては、

当年度分消費税資本的収支調整額７０７万７千円、損益勘定留保資金等２億４，０９９万３千

円で補塡しております。 

 次に、議案第４０号「坂城町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例

について」ご説明申し上げます。 

 本案は、仕事と生活の両立支援のため、民間労働法制の改正及び国における人事院規則の改

正が行われることから、地方公務員法の趣旨に沿い、町においても対応する条例に関して所要

の改正を行うものであります。 

 改正の主な内容といたしましては、職員から妊娠、出産等についての申出があった場合、職

員の子が３歳になるまでの適切な時期に、職員に対して、仕事と育児の両立に資する制度等の

情報提供を行うなど、必要な措置を講ずることを規定するものであります。 

 次に、議案第４１号「坂城町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

て」ご説明申し上げます。 

 本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されたことに伴い、本条例に関して所

要の改正を行うものであります。 

 改正の主な内容といたしましては、子を養育するための部分休業について、現行の１日につ

き２時間を超えない範囲内での取得形態に加え、１年につき条例で定める時間（１０日相当）

を超えない範囲内での取得形態を設けるなど、取得方法の拡充を図るものであります。 

 次に、議案第４２号「令和７年度坂城町一般会計補正予算（第３号）について」ご説明申し

上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５，５９５万８千円を増額し、歳入歳出

予算の総額を７６億２，０４７万３千円とするものであります。 

 歳入の主な内容といたしましては、地方交付税３億５，２１９万９千円、国庫支出金

８，９９１万９千円、前年度繰越金４２８万８千円、町債６３０万円をそれぞれ増額し、基金

繰入金３億９，９４７万６千円を減額するものであります。 

 一方、歳出の主な内容につきましては、温泉施設持続化負担金１，４００万円、定額減税調

整給付事業費３，４４５万９千円、社会福祉施設等物価高騰対策支援金２８５万８千円、道路

維持工事費６００万円、町道及び林道の除雪に要する費用１，３００万円、６４号橋道路改良

に係る橋梁修繕事業６００万円、水路改良工事費５５４万円、村上小学校緊急通報付き校内イ

ンターフォン整備事業４５３万９千円をそれぞれ増額し、人件費につきまして、現在の職員配

置に合わせた調整等を行うものであります。 

 次に、議案第４３号「令和７年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい
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て」ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５９５万６千円を増額し、歳入歳出予算

の総額を１３億２，７０２万３千円とするものであります。 

 歳入の内容といたしましては、国庫補助金３３２万４千円、他会計繰入金４２万５千円、繰

越金２２０万７千円をそれぞれ増額するものであります。 

 歳出の内容につきましては、基金積立金２２０万７千円と、令和８年度から開始される子ど

も・子育て支援納付金は、保険税と併せて徴収するため、そのシステム改修に係る経費として

総務管理費４２万５千円、徴税費３３２万４千円をそれぞれ増額するものであります。 

 次に、議案第４４号「令和７年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第１号）について」ご

説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１１１万円を増額し、歳入歳出予算の総

額を１４億３，３０１万２千円とするものであります。 

 歳入の内容といたしましては、前年度繰越金１１１万円を増額し、歳出の主な内容につきま

しては、国庫支出金返還金６４万６千円、県費支出金返還金３２万２千円をそれぞれ増額する

ほか、事業の実施状況に応じ、一部予算の組替えを行うものであります。 

 次に、議案第４５号「令和７年度坂城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て」ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１３１万５千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を２億９，６８７万６千円とするものであります。 

 歳入の内容といたしましては、国庫支出金１０１万７千円、前年度繰越金２９万８千円をそ

れぞれ増額し、歳出の内容といたしましては、徴収費１０１万７千円、後期高齢者医療広域連

合納付金２９万８千円をそれぞれ増額するものであります。 

 次に、議案第４６号「町道路線の廃止について」ご説明申し上げます。 

 本案は、１件の町道路線の廃止に係るもので、新複合施設建設に伴い、建設用地内にある町

道０２９４号線を廃止するものであります。 

 最後に、議案第４７号「坂城町の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について」ご説明申し

上げます。 

 本案は、住民サービスの拠点を増やし、利便性の向上を図るため、地方公共団体の特定の事

務の郵便局における取扱いに関する法律に基づき、今後増加が見込まれる、マイナンバーカー

ドの電子証明書の更新などの手続を行う町内２か所の郵便局の指定について、議会の議決をお

願いするものであります。 

 以上、よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

議長（中嶋君） 続いて、各課長等に、議案第３５号「令和６年度坂城町一般会計歳入歳出決算
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の認定について」詳細説明を求めます。 

 初めに、歳入について説明を求めます。 

財政係長（宮嶋君） 令和６年度坂城町一般会計歳入歳出決算の内容につきまして、順次ご説明

申し上げます。 

 初めに、歳入全般について歳入歳出決算事項別明細書の１３ページから、また、資料、主要

施策の成果及び実績報告書３ページ及び４ページの内訳表により款別にご説明申し上げます。 

 歳入歳出決算事項別明細書１３ページから１４ページにかけての款１町税につきましては、

収入総額が３０億９，０８３万１千円で、前年度と比較しまして、率にしてプラス１５．８％、

金額で４億２，０９７万２千円の増収となりました。 

 内訳でございますが、町民税のうち個人分につきましては、税制改正による令和６年度分個

人住民税において、定額減税が実施されたことにより減収があった一方で、株式譲渡による所

得割額が大幅に増収したことにより、前年度対比プラス１７．４％、法人分では、売上げが増

加し、企業の業績が好調に推移したことにより、プラス７６．４％、町民税全体ではプラス

３８．０％、４億４，２６７万５千円の増、固定資産税につきましては、３年に一度の評価替

えによる土地の下落率の影響により、マイナス１．５％、軽自動車税はプラス１．０％、町た

ばこ税はマイナス２．８％、入湯税につきましては、入館者数の増により、プラス６．２％と

いう状況でございました。 

 続いて、款２地方譲与税につきましては、令和元年度から交付されている森林環境譲与税の

ほか、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税が交付され、決算額は６，９６９万円、前年度対

比プラス２．３％となりました。 

 次に、交付金関係では、款３利子割交付金につきましては、決算額８５万１千円で、前年度

に対し２２万１千円の増、款４配当割交付金は、決算額１，５３２万２千円で３７７万２千円

の増、１５ページにかけての款５株式等譲渡所得割交付金は、決算額２，０３４万１千円で、

８８５万７千円の増となっております。 

 款６法人事業税交付金につきましては、法人事業税の収入額の一部を、県が市町村の従業員

数に応じて交付され、当町の交付額は４，５８０万８千円で、前年度に対し３４６万７千円の

増となっております。 

 款７地方消費税交付金につきましては、決算額は３億９，５１３万３千円で、前年度対比プ

ラス１．６％、６３４万９千円の増でございます。 

 続きまして、款８環境性能割交付金につきましては、自動車購入時に自動車の環境性能に応

じ賦課される税金を財源として、その一部が県から交付され、決算額は７１１万７千円で、前

年度に対し１５１万６千円の増となっております。 

 次に、１６ページにかけての款９地方特例交付金につきましては、住宅借入金等特別税額控
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除に係る減収分や、固定資産税の軽減に係る減収分を補塡する新型コロナウイルス感染症対策

地方税減収補塡特別交付金に加え、６年度は国の定額減税による個人町民税の減収分を補塡す

る交付金が交付され、地方特例交付金全体の決算額は９，０８７万１千円で、前年度に対し

５，８９３万８千円の増となっております。 

 款１０地方交付税につきましては、６年度の普通交付税は、基準財政需要額に新たな算定費

目こども子育て費が創設され、基準財政需要額は増額となりましたが、基準財政収入額の算定

費目町民税所得割が大幅に増額算定となり、交付額は減額となったことから、前年度対比マイ

ナス２．４％、３，３９６万６千円の減となりました。 

 また、特別交付税につきましては、前年度に対し６８６万９千円の減額となり、地方交付税

全体の決算額は１４億７，５３８万２千円で、前年度対比マイナス２．７％、４，０８３万

５千円の減となっております。 

 款１１交通安全対策特別交付金につきましては、決算額１５６万１千円で、前年度に対し

１４万円の増でございます。 

 次に、１７ページにかけての款１２分担金及び負担金につきましては、決算額３，３７５万

８千円、前年度に対し１１０万４千円の減、１９ページにかけての款１３使用料及び手数料に

つきましては、決算額６，４１５万６千円、前年度に対し５２万５千円の減でございます。 

 続きまして、２２ページにかけての款１４国庫支出金につきましては、自治体システムの標

準化に係るデジタル基盤改革支援補助金や公共施設予約管理システムの導入等、デジタル化事

業に係るデジタル田園都市国家構想交付金、物価高騰への支援に係る地方創生臨時交付金等が

交付されましたが、橋梁修繕事業等に係る社会資本整備総合交付金等の減額により、前年度に

対し５，３６９万１千円減少し、決算額は７億２，７１６万１千円でございます。 

 次に、２６ページにかけての款１５県支出金につきましては、決算額４億３，１９２万円で、

保全松林健全化整備事業補助金等は増額となりましたが、５年度に実施したＪＡながのちくま

果実流通センター改修に係る産地生産基盤パワーアップ事業の減などにより、前年度対比マイ

ナス９．５％、４，５５７万７千円の減となっております。 

 ２７ページにかけての款１６財産収入につきましては、普通財産の貸付けや公有財産の土地

の売払い、基金積立金利子が主なものであり、決算額は３，５７７万６千円で、前年度に対し

９０８万円の増となっております。 

 続きまして、款１７寄附金につきましては、ふるさと寄附金などにより、決算額は１億

２，４６９万９千円、前年度に対し２，５００万５千円の減となっております。 

 次に、２８ページにかけての款１８繰入金につきましては、ふるさとまちづくり基金や広域

行政事業基金など、事業の目的に応じた特定目的基金からの繰入れが主なもので、決算額４億

４，１０５万８千円で、前年度に対し２億６，４７８万７千円の減、款１９繰越金につきまし
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ては、決算額５億１，６８６万６千円で、文化センター耐震補強・大規模改修事業等の繰越し

に伴い、前年度に対し４億３，１９８万８千円の増となっております。 

 ３１ページにかけての款２０諸収入につきましては、主なものは町税延滞金、町預金利子、

中小企業振興資金貸付金元利収入等で、決算額は４億４，７４１万９千円、前年度対比プラス

１．９％、８５４万９千円の増となっております。 

 歳入の最後になりますが、３２ページにかけての款２１町債につきましては、決算額１億

８，４４９万８千円で、道路改良事業や橋梁修繕事業などに係る公共事業等債、文化センター

やびんぐし湯さん館に設置した太陽光発電設備整備事業に係る緊急防災・減災事業債及び脱炭

素化推進事業債、地方交付税の代替財源である臨時財政対策債などの起債発行を行いました。 

 借入額は、前年度対比プラス３．５％、６２３万３千円の増となっております。 

 以上、歳入総額は８２億２，０２１万７，６７０円で、前年度対比プラス６．９％、５億

３，０１１万３千円の増となりました。なお、調定額に対する収納率は、全体で９８．３％で

ございます。 

 以上で歳入の詳細説明を終わらせていただきます。 

議長（中嶋君） お疲れさまでした。次に、歳出について説明を求めます。なお、議会費は省略

いたします。 

総務課長（竹内君） 歳出につきまして、順次ご説明を申し上げます。事業ごとの詳細説明につ

きましては、「令和６年度主要施策の成果及び実績報告書」をご覧いただきたいと存じます。 

 それでは、３６ページをご覧ください。３６ページから３９ページにかけての款２総務費、

項１総務管理費、目１一般管理費は、特別職及び職員の人件費等、経常的経費でございます。 

 ３８ページ、健康スクリーニング検診委託は、人間ドックを受診していない職員や会計年度

任用職員が受診し、職員が何らかの健診を受けることで健康管理に努めているところでござい

ます。 

 ３９ページにかけての職員研修事業では、人事評価研修やＤＸ推進研修などのほか、階層別

研修、専門研修等を実施いたしました。職員厚生事業につきまして、市町村職員互助会の負担

金などでございます。 

 次に、目２文書費につきましては、役場全体の文書発送用の通信費、コピー機の賃借料、例

規集のデータベースシステム等の使用料が主なものでございます。 

 ４０ページにかけての目３財政管理費は、基金への積立金が主なもので、財政調整基金、減

債基金、広域行政事業基金への積立てを行いました。 

 なお、決算状況につきましては、「広報さかき」に掲載するとともに、主要施策の成果及び

実績報告書につきましては、町ホームページで公開をしてまいります。 

会計管理者（竹内さん） 続きまして、４０ページ、目４会計管理費につきましては、節１０需
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用費のうち印刷製本費は、決算書、封筒などの印刷、節１１役務費は、口座振込、公金収納、

派出業務等の手数料が主なものでございます。 

企画政策課長（長崎さん） 続きまして、目５財産管理費は、町の普通財産の管理等に係る樹木

の伐採や草刈り等の委託経費が主なものでございます。 

 次に、目６企画費ですが、４１ページにかけての企画政策推進経費では、長野・上田両広域

連合への負担金のほか、町内在住または町内在校の高校生を対象としたタイ国研修の補助金や、

移住定住人口の増加を目指して、町内に住宅を新築された方などへの移住定住促進事業補助金

が主なものでございます。 

 ４２ページにかけての温泉管理事業は、町の温泉施設であるびんぐし湯さん館の維持管理に

係る経費で、浴槽用ろ過機循環装置オーバーホール工事や源泉中継ポンプの更新工事のほか、

総エネルギーの推進のための太陽光発電設備の設置に係る設計監理委託及び工事を行いました。

また、燃料費の高騰などによる経営への影響を考慮して、指定管理者である町振興公社に対し、

持続化負担金のほか、びんぐし湯さん館施設等基金への積立てを行いました。 

 ４３ページにかけてのまちづくり推進事業では、行政協力員への謝礼や文書配布などの行政

事務委託、地域づくり活動の支援として、地域が行うコミュニティ活動に助成を行ったほか、

ＤＸの推進を図るため、県などとの共同調達による入札参加資格受付審査システムの導入に係

る負担金や、国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用した書かない窓口、公共施設予約シ

ステムなどの導入委託費が主なものでございます。また、多くの皆さんから頂いた信州さかき

ふるさと寄附金をふるさとまちづくり基金へ積立てを行いました。 

 続きまして、国際交流事業では、長野地域連携中枢都市圏事業として、外国人向けの日本語

教室の実施に係る負担金や、諸外国などと民間交流を進めている国際交流協会への補助金のほ

か、新型コロナウイルス感染症の影響で延期となっておりました、ポーランドの自治体ツェレ

スティヌフ郡などとのフレンドシップ協定締結に係る海外交流負担金などが主なものでござい

ます。 

 ４４ページにかけてのスマートタウン構想事業は、脱炭素化を推進するため、住宅用太陽光

発電システムや家庭用定置型蓄電システムなどを対象に、家庭におけるエネルギー利用の効率

化を図る補助を行いました。 

 次に、ふるさと納税事業につきましては、ふるさと寄附金をされた方への返礼品に係る経費

のほか、寄附者の利便性向上と全国から寄附を受けやすい体制整備のため、インターネット活

用などに係る業務委託が主なものでございます。 

 次に、複合施設建設事業につきましては、保健・福祉・子育て分野を中心とする複合施設の

建設に向けた建設委員の報酬のほか、基本設計等の委託料、設計業者の選定に係る謝礼などが

主なものでございます。 
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 続きまして、目７広報広聴費です。４５ページにかけての広報広聴一般経費は、町からの情

報発信や効率的な情報収集を行うために必要な行政情報システムの運用・管理に係る経費で、

主なものはインターネット系のサーバーや端末などの保守委託料及びリース料などでございま

す。 

 広報発行事業につきましては、「広報さかき」発行に要する印刷製本のほか、ホームページ

管理システムに係るインターネットサービス料や、ハードウェアリース料が主なものでござい

ます。 

 続きまして、電子自治体事業は、行政間の専用回線である総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡ

Ｎ）を通じ、国・地方公共団体間での電子メールや電子文書を交換するための経費で、機器保

守料や賃借料、ソフトウェアの使用料、回線利用に係る県への負担金、システムの共同調達に

係る自治振興組合への負担金などが主なものでございます。 

 次に、４６ページにかけての目８電算費は、行政事務等の電算化に伴う経費で、国が進める

自治体システムの標準化などに伴うシステム改修委託や機器などの保守料、ソフトウェアの使

用料、ハードウェアのリース料、また社会保障・税番号制度の運用に必要な中間サーバーの負

担金などが主なものでございます。 

総務課長（竹内君） 続きまして、４６ページから４７ページにかけての目１０業務管理費は、

役場庁舎全般に係る光熱水費、冷暖房空調機械設備等の保守点検料、修繕料、総務課管理の庁

用車に係る燃料費等でございます。工事請負費にて、隣接する町道の拡幅工事に伴う役場駐車

場の改修工事を、備品購入費にて庁用車の更新を行いました。 

 また、繰越業務管理一般経費においては、ダンプの更新を行っております。 

住民環境課長（山下君） 続きまして、４７ページ、款２総務費、項１総務管理費のうち目

１１防犯対策費の主なものにつきましては、防犯灯の蛍光灯の購入や防犯灯の電気料、防犯灯

の設置工事費、それから更埴防犯協会連合会、町防犯協会などの関係団体への負担金や補助金

でございます。 

 同じく４７ページから４８ページにかけての目１２交通安全対策費の主なものにつきまして

は、交通指導員の報酬や、毎年新入学児童に配付しております交通安全ヘルメット等の消耗品

費、東北信交通災害共済の加入申込書の郵送料や千曲交通安全協会坂城支部への補助金でござ

います。 

 ４８ページ、目１３消費生活費の主なものは、町文化祭等に係る消費生活ブース展示に係る

謝礼や、高齢者の特殊詐欺や悪質商法の被害防止のための特殊詐欺防止装置取付費補助金でご

ざいます。 

企画政策課長（長崎さん） 続きまして、４９ページにかけての目１４男女共同参画推進費の主

なものは、女性専門相談員の謝礼及び女（ひと）と男（ひと）ふれあいさかきの講師謝礼、町
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女性団体連絡会や男女共同みんなの会への活動補助のほか、男女共同参画センター大会議室の

壁の塗装工事を行いました。 

収納対策推進幹（北沢君） ４９ページ目の続きでございます。目１８定額減税調整給付事業、

こちらにつきましては、令和６年分の所得税、個人住民税所得割の定額減税にかかる調整給付

金の事業費でございます。節１２委託料については、繰越しさせていただきましたシステム改

修委託及び処理業務委託で、令和７年度に実施する不足給付に係るシステム改修の委託料を計

上したものについては、最終のプログラムリリースが翌年度に持ち越されたことから、繰越し

させていただいたものでございます。 

 次に、５０ページの項２徴税費、目１税務総務費、こちらにつきましては、主に職員の人件

費等経常的経費に係るものです。節１８負担金補助及び交付金、こちらにつきましては、長野

県地方税滞納整理機構等の負担金となっております。 

 次に、５１ページの目２賦課徴収費、こちらにつきましては、節１０需用費の印刷製本費、

町税に係る申告書、納税通知書等、印刷に係る費用となっております。節１１役務費の通信運

搬費、こちらは納税通知書等の送付に係るものでございます。節１２委託料は住民税等の課税

に係る電算処理業務委託、令和９年度に向けました固定資産税評価替えについての固定資産評

価基礎資料整備の基礎資料整備に係る委託料等になっております。節２２償還金・利子及び割

引料、こちらは個人住民税、法人町民税等の税額の更正や税額の確定によるものの過年度分課

税による過誤納納付金の還付金及び還付加算金となっています。以上です。 

住民環境課長（山下君） ５２ページから５３ページにかけての款２総務費、項３戸籍住民基本

台帳費、目１戸籍住民基本台帳費の主なものにつきましては、職員の人件費などの経常的経費

や、住民票などコンビニ交付の際の手数料、住民基本台帳システムや戸籍総合システム等の保

守に係る委託費、また、住民基本台帳システムや戸籍総合システムの機器等に係ります使用料

でございます。 

 繰越しの戸籍住民基本台帳一般経費でございますが、氏名の振り仮名法制化対応のための住

民基本台帳システム、戸籍附票システム等のシステム改修に係る委託料となっております。 

総務課長（竹内君） 次に、５３ページの項４選挙費、目１選挙管理委員会費は、選挙管理委員

の報酬が主なものでございます。 

 ５４ページにかけての目８衆議院議員選挙費につきましては、令和６年１０月２７日執行の

衆議院議員総選挙に要した経費で、職員手当のほか、ポスター掲示場の設置に係る委託費等で

ございます。 

企画政策課長（長崎さん） 続きまして、項５統計調査費、目１統計調査総務費につきましては、

県民手帳の購入費でございます。 

 次に、５５ページにかけての目２委託統計調査費は、学校基本調査、世界農林業センサスに
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おける調査を実施するとともに、今年の１０月１日を基準日として実施される国勢調査の準備

作業を行いました。 

総務課長（竹内君） 同じく５５ページの項６監査委員費、目１監査委員費は、監査委員さんの

報酬等でございます。 

議長（中嶋君） 詳細説明の途中でございますが、昼食のため午後１時３０分まで休憩をいたし

ます。 

（休憩 午前１１時４６分～再開 午後 １時３０分） 

議長（中嶋君） 再開いたします。 

 引き続き、詳細説明を求めます。 

福祉健康課長（鳴海さん） 午前に続きまして、決算書５５ページ、款３民生費、項１社会福祉

費、目１社会福祉総務費からご説明いたします。５６ページにかけての社会福祉一般経費は、

福祉委員の報酬や職員、会計年度任用職員に係る人件費のほか、民生委員活動費交付金、また

保健福祉等複合施設整備基金に積立てを行いました。 

 ５７ページにかけての社会福祉協議会補助事業は、地域福祉を推進する社会福祉協議会の円

滑な運営を支援する補助金が主なものでございます。 

 国民健康保険特別会計繰出金事業は、所得の低い方の保険税軽減に係る保険基盤安定負担金

など、国保特別会計への繰り出しを行ったものでございます。 

住民環境課長（山下君） 続いて５７ページ、目２国民年金事務費の主なものは印刷製本費で、

二十歳のつどいの対象者に啓発物品を作成し、配布、啓発いたしました。 

福祉健康課長（鳴海さん） 続きまして、目３老人福祉費でございます。老人福祉一般経費は、

主に長野広域連合及び更埴地域シルバー人材センター、老人クラブ等への負担金、補助金を支

出いたしました。 

 ５８ページにかけての老人福祉町単事業は、各地区での高齢者祝賀行事への補助、敬老祝金

事業が主なものでございます。 

 高齢者生活支援事業は、車椅子等を利用する移動が困難な高齢者等に対し、医療機関などへ

送迎する外出支援サービスが主なものでございます。 

 介護保険特別会計繰出金事業は、介護保険給付に係る町の負担分や、住民税非課税世帯であ

る第１段階から第３段階の被保険者の保険料軽減に係る公費負担分などを特別会計へ繰り出し

たものでございます。 

 後期高齢者医療保険事業は、医療費等に係る長野県後期高齢者医療広域連合への負担金、保

険料軽減に係る特別会計への繰出金などでございます。 

 ５９ページにかけての介護予防施設管理等運営事業は、ふれあいセンターの管理運営に係る

経費で、施設管理及び委託経費のほか、工事費で新たにオストメイトを設置いたしました。 
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 次に、目４心身障がい者福祉費でございます。６０ページにかけての心身障がい者福祉一般

経費は、障がい支援区分の認定審査会に係る長野広域連合負担金のほか、障がい福祉サービス

事業の開所にあたり、補助金を交付いたしました。 

 重度障がい者介護慰労金支給事業は、６５歳未満の重度障がいがある方を在宅で介護されて

いるご家族などに慰労金を支給いたしました。 

 福祉タクシー委託事業は、重度障がい者の外出等の負担軽減のため、タクシー利用券を交付

したものでございます。 

 心身障がい者町単事業は、精神障がい者の入院医療費の助成のほか、腎臓機能障がい者の通

院費や障がい施設等への通所費の補助、重度心身障がい者の福祉年金など、町単独で実施した

事業経費でございます。 

 ６１ページにかけての福祉医療給付事業は、福祉医療費の給付について、国保連等審査に係

る事務手数料のほか、重度障がい者の福祉医療費の給付が主なものでございます。 

 自立支援給付一般事業費は、障がい者の自立支援給付に係る審査手数料やシステム委託など

の事務的な経費でございます。 

 介護・訓練等給付事業費は、障がい者の居宅介護や生活介護、また就労移行や就労継続に係

る支援など、法定の障がい福祉サービス給付費のほか、令和５年度の実績に伴う国庫返還金が

主なものでございます。 

 ６２ページにかけての自立支援医療事業費では、身体障がい者の障がいの除去・軽減を図る

ための更生医療や療養介護に対する給付と、令和５年度実績に基づく障がい者医療費国庫負担

金返還金が主なものでございます。 

 補装具支給等支援事業費は、車椅子や補聴器等、身体機能を補う装具についての購入及び修

理費に対し給付を行ったものでございます。 

 ６３ページにかけての地域生活支援事業費は、障害者総合支援法に基づき、市町村が実施す

ることとされている地域活動支援センターの運営委託や日常生活用具の支給など、障がい者が

自立した日常生活や社会生活を営むための支援を行ったものでございます。 

企画政策課長（長崎さん） 続きまして、目５人権同和推進費は、同和対策集会所の管理委託及

び部落解放同盟町協議会などへの補助金が主なものでございます。 

 次に、６５ページにかけての目６隣保館運営費は、職員の人件費と隣保館の運営、維持管理

に係る経常的な経費が主なもので、隣保館ふれあい交流フェスティバルを開催したほか、教養

娯楽室のエアコン改修工事を実施いたしました。 

福祉健康課長（鳴海さん） 続きまして、目７高齢者対策費は、養護老人ホームへの入所措置費

が主な経費でございます。 

 次に、目８地域包括支援センター費でございます。６６ページにかけての地域包括支援セン
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ター一般経費は、会計年度任用職員の人件費と介護予防に係るケアマネジメント業務委託が主

な経費でございます。 

 老人福祉センター管理等事業は、老人福祉センターの管理運営を社会福祉協議会へ委託した

ものでございます。 

 住宅整備事業は、重度障がいの方が日常生活における居住環境の整備に要した経費の一部を

補助いたしました。 

 高齢者在宅生活支援事業は、高齢者の健康維持、交流、認知症予防などを目的とした生きが

い活動支援通所事業の委託のほか、判断能力の十分でない高齢者の権利擁護に関し成年後見支

援センターの運営業務を上田市及び坂城町社会福祉協議会に委託し実施いたしました。 

 ６７ページにかけての家族介護支援事業は、在宅介護者の支援として、介護者慰労金の支給

のほか介護用品購入費の補助などを行い、福祉の向上に努めたところでございます。 

 緊急通報体制整備事業は、独り暮らし高齢者の方が安心して過ごしていただけるよう、緊急

通報システム、あんしん電話の設置と運用に要する経費が主なものでございます。 

 続いて、目１０電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業は、令和５年度に実

施した価格高騰による家計への影響が大きい低所得世帯の支援給付事業で、事業確定に伴い、

国庫補助を返還いたしました。 

 ６８ページにかけての目１１物価高騰対応重点支援給付金給付費は、価格高騰により家計へ

の影響が大きい低所得世帯に対し実施した事業で、１世帯につき１０万円の給付を行いました。 

 物価高騰対応重点支援給付金給付費は、価格高騰による負担増の軽減として、低所得世帯に

対し実施する支援で、給付に係る事務的経費が主なものでございます。 

 ６９ページにかけての繰越 物価高騰対応重点支援給付金給付費は、令和５年度からの繰越

事業で、価格高騰による家計への影響が大きい低所得世帯に対し、負担軽減のため給付を行い

ました。 

 次に、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費でございます。児童手当は、昨年１０月より制

度改正に伴い支給期間の延長や所得制限の撤廃等が拡充され、対象となる子どもを養育する保

護者等に児童手当を支給したものでございます。 

 子ども医療給付事業は、１８歳までの子どもの医療費の自己負担分について助成をしたもの

でございます。 

 出産祝金事業は、出産のお祝いとして、親御さんに対し町の商品券を支給いたしました。 

 ７０ページにかけての障がい児通所等支援事業は、障がい児の利用施設、通所等に係る法定

のサービス給付費が主なものでございます。 

子ども支援室長（橋本君） 同じく７０ページ、目１児童福祉総務費のうち、子ども・子育て支

援事業でございます。これは第３期坂城町子ども・子育て支援事業計画の策定に係る経費がそ
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の内容でございます。 

福祉健康課長（鳴海さん） 続きまして、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業は、

令和５年度に実施した低所得の子育て世帯の生活支援給付金で、事業確定に伴い国庫補助金を

返還いたしました。 

 子育て世帯物価高騰対応重点支援給付金給付費は、価格高騰による家計への影響が大きい低

所得の子育て世帯の支援として、児童１人につき５万円を支給いたしました。 

 ７１ページにかけての子育て世帯物価高騰対応重点支援給付金給付費は、低所得の子育て世

帯に対する支援で、給付に係る事務的経費を支出いたしました。 

 繰越 子育て世帯物価高騰対応重点支援給付金給付費は、令和５年度からの繰越事業で、エ

ネルギーや食料品等の価格高騰の折、家計への影響が大きい低所得の子育て世帯の支援として、

児童１人につき５万円を支給いたしました。 

 次に、目２母子父子等福祉費でございます。母子父子等福祉事業費は、母子父子家庭等の児

童生徒に対し、小中学校の入学時、中学、高校の卒業時に激励祝金の支給を行ったものでござ

います。 

 母子・父子医療給付事業は、母子父子家庭等の医療費について、福祉医療費を給付したもの

でございます。 

子ども支援室長（橋本君） 続きまして、７１ページから７３ページにかけての目３保育園総務

費でございますが、人件費をはじめ、節１０の３園分の賄材料費、節１２の給食調理業務委託

料など、経常的経費が主なものでございます。 

 ７３ページから７８ページにかけての目４南条保育園費、目６坂城保育園費、目７村上保育

園費は、それぞれの保育園の運営に係る経費でございます。主なものとしましては、需用費で

は、ガス代や灯油代等の燃料費、電気代・水道料等の光熱水費、また委託料では、施設や機械

類の保守管理料でございます。また、坂城保育園では水路等改修工事、村上保育園では下水道

接続工事等を行っております。 

 ７８ページから７９ページにかけての目８児童館運営費は、３児童館の運営に係る経費で、

館長、補助員の人件費、その他経常的な経費が主なものでございます。坂城児童館におきまし

て、遊戯室床の改修工事を行っております。 

 続きまして、７９ページの目９放課後児童健全育成費は、３児童館の支援員、補助員の人件

費のほか、児童館運営に係る消耗品、児童図書等の備品の購入費でございます。 

 ７９ページから８１ページにかけての目１０子育て支援センター事業費は、支援センター職

員等の人件費をはじめ、子育て支援センターの運営に関わる経常的経費でございます。子育て

に関する総合相談窓口として専門職である公認心理師や家庭児童相談員、保育士を配置し、相

談体制の充実に努めたほか、行事やイベントの実施、子育てに関する講座などを行いました。 



 

－ 28 －  

 続きまして、８１ページの目１１出産・子育て応援交付金事業は、全ての妊婦と子育て家庭

に対し必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と併せて経済的支援を実施することで、妊娠期か

ら出産・子育てまで一貫して相談に応じ、安心して出産・子育てができる環境を整える事業で

ございます。 

福祉健康課長（鳴海さん） 続きまして、項３災害救助費、目１災害救助費でございますが、町

の災害見舞金支給制度等に基づき、火災等の発生により被災した方へ見舞金を支給いたしまし

た。 

保健センター所長（川島君） 続きまして、款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費

でございます。８１ページから８３ページにかけての保健衛生一般経費は、人件費などの経常

的な経費でございます。 

 精神保健福祉等事業は、精神障がい者を支援するためのこころのリハビリ教室やこころの健

康相談の開催に係る経費が主なものでございます。 

 続きまして、目２予防費でございます。８４ページにかけての予防費一般経費は、休日にお

ける医療体制を千曲医師会等へ委託するとともに、二次救急医療体制として長野地域における

輪番制病院運営事業を実施いたしました。また、上田地域と共同で行う上田市内科・小児科初

期救急センター負担金、信州上田医療センター医療従事者確保事業補助金のほか、鹿教湯三才

山リハビリテーションセンター再編成事業に対する補助金が主なものでございます。 

 結核関係一般経費は、結核の感染予防を図るため、６５歳以上の町民を対象に結核レントゲ

ン検診を実施した経費でございます。 

 ８５ページにかけての乳幼児健診事業は、乳幼児健診に係る人件費のほか、妊産婦健康診査

の委託料、不妊治療等を受けたご夫婦に治療費を助成する不妊・不育治療費助成金が主なもの

でございます。 

 ８６ページにかけての予防接種事業は、感染の発生及び蔓延を予防するため、予防接種法に

基づき各種予防接種を実施したもので、ワクチンの購入等に係る医薬材料費、医療機関への予

防接種委託料が主なものでございます。 

 新型コロナウイルス予防接種事業は、令和５年度に実施しました新型コロナウイルス予防接

種事業の国庫負担金及び補助金の確定に伴う返還金でございます。 

 続きまして、目４健康増進事業費でございます。８７ページにかけての健康増進事業は、疾

病の予防と早期発見を目的に行った一般健康診査及び各種がん検診、歯周疾患検診などの委託

料が主なものでございます。 

 後期高齢者健康推進事業は、７５歳以上の高齢者を対象とした一般健康診査の実施及び人間

ドックの費用への助成のほか、介護予防のための保健指導などを実施した経費でございます。 

 ８８ページにかけての食育・健康づくり推進事業は、食育や健康づくりのための教室などの
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開催に係る経費が主なものでございます。 

 目５保健センター管理費、保健センター管理一般経費は、保健センターの管理に要した経常

的な経費でございます。 

住民環境課長（山下君） 続いて、８８ページ、目６環境衛生費でございますが、環境衛生一般

経費の主なものは環境衛生委員の報酬で、雑排水浄化槽汚泥処理委託事業は、家庭用雑排水浄

化槽の汚泥収集、中間処理などの委託が主なものでございます。自治区環境整備補助事業は、

自治区環境整備事業に対する補助金で、８９ページの不法投棄ごみ撤去事業は、主要道路、河

川、山林等の公共用地における不法投棄防止パトロール及びごみ撤去の委託になります。狂犬

病予防事業は、獣医師会への狂犬病予防注射の委託費が主なものでございます。 

 ８９ページの目８環境保全対策費でございますが、環境保全対策一般経費の主なものは、町

内の主要河川及び地下水の水質調査に係る委託費でございます。 

建設課長（高橋君） 同じく、８９ページ、目９上水道費につきましては、水道事業広域化によ

る事業統合について検討する県企業局と長野市、上田市、千曲市、坂城町の５団体で構成され

た上田長野地域水道事業広域化協議会への負担金でございます。 

 ９０ページにかけての目１０合併処理浄化槽設置費につきましては、浄化槽の普及促進及び

維持管理の適正化を図るため、県内市町村で組織された長野県浄化槽推進協議会への負担金の

ほか、合併処理浄化槽設置に係る補助金を１件支出いたしました。 

住民環境課長（山下君） ９０ページの項２清掃費、目１清掃総務費でございますが、清掃総務

一般経費の主なものは、毎年全戸配布しておりますごみ・資源物分別収集カレンダーの印刷製

本費、ごみ指定袋あっせんに伴う自治区への手数料となっております。ごみ危険物収集所整備

補助事業は、区が実施したごみ収集所の整備に対する補助金でございます。 

 続きまして、９０ページ、目２塵芥処理費でございますが、塵芥処理一般経費の主なものは、

可燃ごみ、不燃ごみ、事業系ごみの指定袋の購入。また、可燃ごみ、不燃ごみ、資源物等の収

集運搬処理に係る委託料と、長野広域連合及び葛尾組合への負担金でございます。 

 ９１ページ、資源物回収奨励事業につきましては、ＰＴＡ等の非営利団体が実施した資源物

回収事業への奨励金となっております。 

 ごみ減量化容器等設置補助事業は、個人で購入した生ごみ処理機やコンポスト等に対する補

助でございます。 

 続きまして、目３し尿処理費のし尿処理一般経費は、千曲衛生施設組合の負担金とし尿投入

手数料に係る負担金でございます。 

商工農林課長（北村君） 続きまして、款５労働費、項１労働諸費、目１労政費からご説明いた

します。９１ページから９２ページにかけての労政一般経費は、職員の人件費のほか、テクノ

ハート坂城協同組合への補助が主なものでございます。 
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 勤労者福祉対策事業では、節１８で更埴地域勤労者共済会への補助を行ったほか、節２０の

貸付金では、勤労者生活資金の貸付預託金として、県労働金庫に５００万円を預託したものが

主なものでございます。 

 また、勤労者総合福祉センター管理一般経費では、勤労者総合福祉センターの施設管理を委

託している更埴地域勤労者共済会への委託料でございます。 

 次に、款６農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費でございますが、９３ページにか

けての農業委員会一般経費は、農業委員の報酬及び職員の人件費が主なもので、９４ページに

かけての農業者年金業務は、農業者年金への加入手続等の事務及び加入推進のための経費でご

ざいます。 

 目２農業総務費、農業総務一般経費は、職員の人件費などの経常経費でございます。 

 ９５ページにかけての目３農業振興費、農業振興一般経費では、主なものとして節１８にお

いて入横尾、上平島、小野沢の３集落を対象とした中山間地域直接支払事業への補助や、

４９歳以下の認定新規就農者への支援として、新規就農者育成総合対策事業補助金を１名に交

付、また、新規就農者支援補助金として１名への補助、農地活性化奨励金では、認定農業者及

び認定新規就農者を対象として、農地集積の状況に応じて６名に奨励金を交付いたしました。 

 ９６ページにかけての地域営農推進事業では、節１２で農機具保管庫の管理を農業支援セン

ターに委託したほか、節１８で農業支援センターへの補助や、さかき地場産直売所への補助を

行いました。 

 需給調整推進対策事業では、直接支払推進事業費補助金により、坂城町農業再生協議会にお

いて水田における転作状況の現地確認や台帳作成などの事務のほか、需給調整を行う農家に対

して転作推進補助金を交付いたしました。 

 農振地域整備促進事業では、町の農業振興地域整備計画の総合見直しに向け、協議会の開催

や県との協議を行いました。 

 農地銀行活動促進事業では、町内６か所のファミリー農園の用地借上料を支出し、９７ペー

ジにかけての農産物加工施設管理費では、農産物加工センターの光熱水費などの施設管理費の

ほか、節１４で加工室床の防水塗装工事を行いました。 

 さかきブランド推進事業では、町のマスコットキャラクターねずこんによる情報発信のほか、

節１８でさかきブランドづくり事業採択者への補助を行いました。 

 さかきワイン文化推進事業につきましては、千曲川ワインバレー特区連絡協議会への負担金

のほか、坂城駅前葡萄酒祭の開催に対して補助金を交付いたしました。なお、坂城駅前葡萄酒

祭には町内外から多くの皆様にご参加いただきました。 

 ９８ページにかけての有害鳥獣対策事業では、節１２で有害鳥獣駆除を猟友会に委託したほ

か、節１５で金井区へ侵入防止柵等の資材を支給し、節１８では農産物を守る電気柵等の設置
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補助金を交付いたしました。 

 繰越 農振地域整備促進事業では、節１２において農業振興地域整備計画策定業務を委託し、

３月に坂城農業振興地域整備計画を策定いたしました。 

 目５農地費、農地一般経費では、節１８でこれまでに実施した土地改良事業に係る農林漁業

資金などの償還を行い、また六ケ郷用水組合や各土地改良団体の負担金などを支出いたしまし

た。 

 ９９ページにかけての農道等基盤整備町単事業では、主に農道や用水路の改修工事を行い、

町単補助事業では、自治区等からの要望を受け、１２地区に対し原材料の支給や工事に対する

補助を行いました。 

 多面的機能支払交付金事業では、上平緑の里、南条中之条農業資源維持向上管理機構など合

計７団体が行う農地、農業用水の保全管理や、水路・農道等の長寿命化のための補修・更新活

動に対する補助金を交付いたしました。 

 農業用水路等長寿命化防災減災事業では、南条地区の中之条用水排水門及び塚田用水中堰分

水門の自動化工事を行いました。 

 繰越 農道等基盤整備町単事業では、前田用水、入田川等放流ゲート及び役場遠隔監視制御

装置に無停電装置の設置工事を行いました。 

 １００ページにかけての繰越 農地一般経費では、県営かんがい排水水事業六ケ郷地区の町

負担分を支出し、繰越 農村地域防災減災事業では、防災重点農業用ため池３か所の耐性評価

を実施し、堤体の安全性と貯水機能確保のための調査を行いました。 

 繰越 農業水路等長寿命化防災減災事業では、会地排水門の自動化工事を行いました。 

 次に、項２林業費、目１林業総務費でございますが、１０１ページにかけての林業総務一般

経費では、職員の人件費のほか節１２において木工体験による森林教育を行い、節１８におい

ては間伐などの森林造成事業に対する補助を行いました。 

 目２林業振興費、松くい虫防除対策事業では、総合的な松くい虫防除対策として伐倒駆除及

び枯損木処理のほか、有人及び無人のヘリコプターによる薬剤散布を実施いたしました。また、

空中散布の実施にあたっては、住民説明会の開催など、リスクコミュニケーションの実施や薬

剤の安全確認調査を行いました。 

 １０２ページにかけての町有林管理事業では、林業委員の報酬や下草刈り、除伐・間伐作業

に係る経費のほか、びんぐし山においてアカマツ６００本を植樹いたしました。 

 特用林産振興事業では、五里ヶ峯トンネル横坑前の特用林産物生産施設に係る光熱水費のほ

か、「お～い原木会」へ補助金を交付いたしました。 

 目３林道事業費、林道事業一般経費は、林道の維持管理に伴う作業員報酬のほか、節１３及

び節１５では、地域発元気づくり支援金事業を活用し、地域住民が林道の舗装補修等を行う際
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の重機借上料や補修用材料の支援を行い、節１４では林道等の補修工事を実施いたしました。 

 １０３ページにかけての目４森林環境整備推進事業では、節１２において森林経営管理制度

に基づく対象森林の調査及び森林所有者への意向調査を行ったほか、節１８で森林所有者への

意向調査に基づき、三者協定を締結した森林整備に対する補助を行い、節２４において今後の

対象森林整備に向け森林づくり基金に積立てを行いました。 

 次に、款７商工費、項１商工費、目１商工総務費でございますが、１０４ページにかけての

商工総務一般経費では、職員の人件費のほか節１８において中小企業能力開発学院への補助、

また職員を派遣しております公益財団法人に補助金を交付いたしました。 

 目２商工振興費、商工振興一般経費では、節１８で商工業振興補助金を２１社に対して支出

したほか、商工会による経営改善普及事業、まちづくり事業、また商業店舗等のリフォームに

対する補助を１件行いました。 

 １０５ページにかけての中小企業対策事業では、節１８で融資に係る保証料の補給を５３件、

新型コロナウイルス対策に係る融資の利子補給を２６３件実施したほか、町内企業の受注機会、

販路拡大などを行うため、坂城町出品者協会に補助金を交付いたしました。 

 また、節２０の貸付金では、中小企業振興資金の貸付預託金３億５千万円を町内金融機関

４行に支出いたしました。 

 中心市街地活性化事業では、中心市街地コミュニティセンター及び商業インキュベータ施設

に係る維持管理経費のほか、節１２でコミュニティセンターの管理業務を株式会社まちづくり

坂城へ委託したほか、節１４で令和４年度に取得した旧児玉邸の竹木等伐根工事及び中心市街

地コミュニティセンターの冷暖房改修工事を行いました。 

 １０６ページにかけての目３観光費、観光一般経費では、節１２でレンタサイクル事業をス

テキさかき観光協会に委託し、新たに電動アシスト付自転車を１０台導入いたしました。節

１８では、各種観光団体等へ負担金を支出いたしました。 

 町民まつり事業では、町民まつり運営のため、実行委員会へ補助を行いました。 

 １０７ページにかけての目４商工企画費、商工企画一般経費では、Ｂ．Ｉプラザの光熱水費

の支出のほか、節１８では工業関係の各種団体へ負担金、補助金を交付し、工業団地整備事業

では、節１２でテクノさかき工業団地内樹木伐採などの環境整備を行いました。 

 坂城テクノセンター支援事業では、同センターへの運営補助のほか、マイクロビッカーズ硬

度計の更新、試験検査機器の点検に対する補助を行いました。 

 また、地域企業のクリーンエネルギー化、脱炭素化を先導的に推進、支援するため、坂城テ

クノセンターの建物をＮｅａｒｌｙ ＺＥＢ化するための改修工事に対し、補助を行いました。 

 １０８ページにかけての鉄の展示館管理一般経費では、鉄の展示館の管理に係る経費のほか、

節１２で株式会社まちづくり坂城に施設管理の業務委託、また、「第１４回新作日本刀研磨外
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装刀職技術展覧会」や「坂城に華ひらく能装束」などの特別展の開催に伴う経費などを支出い

たしました。 

建設課長（高橋君） 同じく１０８ページから１１０ページにかけての款８土木費、項１土木管

理費、目１土木総務費の土木総務一般経費につきましては、職員の人件費のほか、町で管理す

る草刈り機の購入費、河川協会等関係団体への負担金が主なものでございます。 

 項２道路橋梁費、目１道路橋梁総務費のうち道路橋梁総務一般経費につきましては、道路・

橋梁の照明の電気料、道路台帳の整備に係る委託料が主なものでございます。 

 町単補助事業につきましては、町内２１区が実施した２４か所の土木工事に係る補助、交通

安全施設整備事業は、カーブミラー、転落防止柵などの交通安全施設１３か所の整備に要した

経費等でございます。 

 １１１ページの目２道路維持費の道路維持一般経費は、節１２において町道の街路樹の剪

定・除草、町内主要幹線道路の除雪対応、融雪剤散布の委託、節１４では道路・側溝等の維持

補修工事、節１５の道路補修用材料や冬季の融雪剤などの購入が主なものでございます。 

 次に、１１２ページにかけての目３道路新設改良費のうち道路改良事業（Ａ０１号線）につ

きましては、節１２では金井工区、保地工区における補償算定業務等委託や、節１４の金井工

区の道路改良工事及び交通安全通学路緊急対策工事として、通学路のカラー舗装３か所のほか、

節１６の用地代が主なものでございます。 

 道路改良事業（舗装修繕）につきましては、町道Ａ０１号線御所沢地区の舗装修繕工事に伴

う用地測量設計及び一部拡幅部分の用地買収を実施いたしました。 

 続きまして、１１２ページにかけての繰越 道路改良事業Ａ０１号線につきましては、令和

５年度から繰り越した金井工区、保地工区の工事費、繰越 道路新設改良一般事業は、町道Ａ

０６号線の道路改良工事を繰越しにより実施したほか、繰越 道路改良事業（舗装修繕）では、

令和５年度から繰り越した町道Ａ０１号線御所沢地区の舗装修繕工事に伴う調査等委託でござ

います。 

 続きまして、目４橋梁新設改良費のうち橋梁修繕事業につきましては、節１２において昭和

橋、６４号橋の設計・施工監理及び６５号橋の詳細調査業務を実施したほか、節１４では昭和

橋、６４号橋の修繕工事及び６５号橋の応急修繕工事を行ったものでございます。 

 繰越 橋梁修繕事業につきましては、節１２において昭和橋修繕工事に伴う河川占用協議に

必要な調査測量及び図面の作成などを実施したほか、節１４では、昭和橋１４０号橋の修繕工

事及び６４号橋道路改良工事を実施いたしました。 

 続きまして、項３河川費、目１河川総務費、河川総務一般経費につきましては、河川愛護活

動を行う１９団体への補助金の交付を行いました。 

 １１３ページにかけての目２河川改良費、河川改良一般経費につきましては、節１４の水路
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しゅんせつ工事及び水路改良工事などが主なもので、繰越 河川改良一般経費では、令和５年

度から繰り越した水路しゅんせつ工事を実施いたしました。 

 次に、１１４ページにかけての項４住宅費、目１住宅管理費のうち住宅管理一般経費につき

ましては、職員の人件費と町営住宅及び改良住宅に係る維持管理修繕のほか、中之条団地Ｄ棟

の給湯器更新に係る経費が主なものでございます。 

 空家活用事業につきましては、坂城町空き家バンクの専用ホームページの保守委託料、空家

の片づけ及びリフォームに要する経費の一部を補助する空き家バンク利用促進補助金を１件交

付いたしました。 

 次に、目３住宅・建築物耐震改修事業費のうち、住宅・建築物耐震改修事業では、県の建築

士事務所協会へ耐震診断士の派遣を委託し、一般木造住宅１２戸の精密耐震診断を実施いたし

ました。 

 また、住宅リフォーム補助事業では、住環境の向上を図るため、１９件に住宅リフォーム補

助金を交付いたしました。 

 続きまして、１１５ページにかけての項５都市計画費、目１都市計画総務費、都市計画総務

一般経費につきましては、職員の人件費と都市計画審議会に係る経費、また都市計画等策定業

務として都市計画用途地域及び都市計画道路見直しに伴う委託料が主なものでございます。 

 目３下水道費は、下水道事業会計への繰出金でございます。 

 １１６ページにかけての目４公園管理費のうち公園管理一般経費につきましては、都市公園

などの公園緑地の管理経費で、主なものとして節１２では、びんぐしの里公園、和平公園の管

理業務を指定管理者の株式会社坂城町振興公社に委託したほか、各公園の施設や遊具、和平公

園の貯水槽の保守点検などの委託料、節１４ではびんぐしの里公園の遊具等の修繕工事及び老

朽化したバラ公園のトイレ改築工事に伴う前金払いを実施し、節２４では公園整備基金への積

立てを行いました。 

 １１７ページにかけての花と緑のまちづくり事業につきましては、さかき千曲川バラ公園の

維持管理と都市緑化事業が主なもので、節１２においてバラ公園及び町内のバラを植栽した花

壇等の管理委託、節１４ではバラ公園の駐車場整備工事のほか、公園内の通路整備やイベント

広場の舗装などの工事を、節１８ではばら祭りの開催に係る実行委員会等への補助を実施いた

しました。 

 項６高速交通対策費のうち目１高速交通総務費の高速交通対策一般経費の主なものは、節

１２の坂城駅及びテクノさかき駅等の管理業務や循環バスの運行事業委託のほか、デマンド交

通の実証実験による乗り合いタクシー運行業務に係る委託料、節１３では循環バス２台分の賃

借料などで、節１８の主なものは、しなの鉄道鉄道軌道安全輸送設備等整備負担金として沿線

市町で負担し、車両更新などを実施いたしました。 
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 １１８ページにかけての目２高速交通対策整備事業費の渇水対策事業の主なものは、節

１０の町内８か所の渇水対策用井戸ポンプの電気代が主なものでございます。 

 項７地籍調査費、目１地籍調査事業費のうち地籍調査事業の主なものは、調査中の地区であ

ります田町、四ツ屋、御所沢、込山地区、こちらに係る能登半島地震の影響による検証測量な

どの委託のほか、地籍調査に係るシステムの保守等委託料及び使用料について支出したもので

ございます。 

 繰越 地籍調査事業につきましては、込山地区の地籍調査に係る図根点の設置及び測量、一

筆地立会調査と一筆ごとの測量業務を行いました。 

住民環境課長（山下君） １１８ページの款９消防費、項１消防費、目１常設消防費につきまし

ては、千曲坂城消防組合及び消防防災航空隊への負担金でございます。 

 続きまして、１１９ページ、目２非常備消防費の主なものは消防団員の退職報償金、埴科消

防協会などの関係団体への負担金、消防団員退職報償金支給責任共済等の共済負担金のほか、

分団運営補助金、消防団員出動交付金などでございます。 

 続きまして、１１９ページから１２１ページにかけての目３消防施設費、消防施設一般経費

の主なものは、消防団の詰所、ポンプ車、可搬ポンプ積載車等の機械器具や消火栓・防火水槽

の維持管理等に係る経費で、町移動系防災行政無線に係る保守等の委託料、第１分団のホース

乾燥塔の設置工事及び防火水槽の撤去工事、各分団の消防用ホースの購入、また第５分団の小

型動力ポンプ、第１０分団の軽積載車の購入や消火栓５基の修繕改修に係る上田水道管理事務

所への工事負担金でございます。 

建設課長（高橋君） 同じく１２１ページの目４水防費、水防一般経費につきましては、土のう

袋や砂などの水防用備蓄材の購入費が主なものでございます。 

企画政策課長（長崎さん） 続きまして、目５防災費、防災行政無線（同報系）管理事業につき

ましては、同報系防災行政無線の運用に係る維持管理費用として、各操作端末などを結ぶ通信

回線の通信費、設備の保守点検、委託料、転入・転出・転居などに対応するための戸別受信機

の設置工事などが主なものでございます。 

教育文化課長（細田さん） 続きまして、１２１ページからの款１０教育費についてご説明いた

します。同じく、１２１ページから１２２ページにかけての項１教育総務費、目１教育委員会

費は、教育委員の報酬をはじめ委員会運営のための経常的経費でございます。 

 １２３ページにかけての目２事務局費、事務局一般経費は、特別職、一般職の人件費のほか、

教育支援委員会の運営、教育相談に係る教育コーディネーター、教育・心理カウンセラーの人

件費、校務用パソコン等の使用料、児童生徒が加入する災害共済掛金等の負担金などが主なも

のでございます。 

 １２４ページの教育振興事業は、町奨学金、特色ある学校づくり交付金や坂城高校振興補助
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金及び小中学校の学校給食費無償化に伴う給食費等補助金のほか、１５０周年を迎えた３小学

校への記念事業補助金などが主なものでございます。 

 小中学生国際交流事業は、豊かな国際感覚を養うとともに、国際社会を生きる心豊かな人間

形成を図ることを目的に、坂城中学校を対象とする中学生海外派遣事業や、小中学生を対象に、

文化センター体育館を会場として、外国の方々とのレクリエーションを楽しみながら国際感覚

や英語を身につけるＥｎｇｌｉｓｈ Ｄａｙを開催いたしました。 

 １２５ページにかけての私立幼稚園補助事業は、私立幼稚園への施設型給付補助金及び町内

に住所を有し、町外の私立幼稚園に通園する園児の特定教育・保育の無償化に伴う給付費など

が主なものでございます。 

 教員住宅管理事業は、南日名教員住宅の修繕料でございます。 

 学力向上事業は、小学２年生以上中学３年生までの児童生徒を対象に相対評価テストを実施

し、テスト結果を分析する中で学力向上を図りました。また、小学４年生以上の小中学生の体

力テストを実施し、バランスのよい体力づくりの指導等を行いました。 

 １２６ページにかけての大峰教室等自立支援事業は、様々な事情により登校が困難な小中学

生を対象として、学校敷地外にある大峰教室に指導員や補助指導員を配置し、学習支援、相談

事業などを行いました。 

 児童生徒支援事業は、小中学校の状況に合わせ、教室で授業を受けることが困難な児童生徒

や外国籍児童生徒などへの支援を行いました。 

 ＧＩＧＡスクール構想推進事業につきましては、国の掲げる児童生徒用の１人１台端末を軸

としたＧＩＧＡスクール構想を推進するための高速大容量の通信ネットワーク環境整備に係る

保守委託のほか、デジタル教材の使用料などが主なものでございます。 

 次に、１２７ページにかけての項２小学校費、目１小学校総務費、小学校総務一般経費は、

図書館司書の人件費、外国語指導講師の委託料などのほか、小学校体育館トイレ洋式化工事、

村上小学校昇降口前舗装工事などの工事を行いました。 

建設課長（高橋君） 同じく１２７ページの災害用マンホールトイレ整備事業につきましては、

中核避難所に位置づけられている村上小学校に災害用マンホールトイレを整備いたしました。 

教育文化課長（細田さん） 続きまして、１２８ページから１２９ページにかけての目２南条小

学校管理費は、学校運営及び校舎設備の維持管理のための経常的経費が主なものでございます。

主なものは学校医、薬剤師の報酬、燃料費、光熱水費、修繕料など校舎管理に関わる経費、そ

して警備業務委託、電気保安等の設備管理や学校庁務の業務委託等の経常的経費などでござい

ます。 

 小学校管理費につきましては、１２９ページから１３０ページにかけての目４坂城小学校管

理費、１３１ページから１３２ページにかけての目６村上小学校管理費につきましても南条小
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学校と同様に学校運営及び校舎設備の維持管理のための経常的経費などでございます。 

 次に、ページを戻りまして１２９ページの目３南条小学校教育振興費です。教育振興費は教

科学習に関わる費用が主なもので、教科学習用などの消耗品や児童用図書や理科実験用などの

教科用備品の購入、就学援助費等でございます。教育振興費につきましても、１３０ページか

ら１３１ページにかけての目５坂城小学校教育振興費、１３２ページの目７村上小学校教育振

興費につきましては、ほぼ同じ内容でございます。 

 次に、１３２ページまでお進みいただき、１３２ページから１３３ページにかけての項３中

学校費、目１中学校総務費、中学校総務一般経費は、外国語指導講師や校務支援システムの委

託料のほか、中学校テニスコートの改修工事、中学校体育館トイレの洋式化及び給食室エアコ

ン設置工事などを行いました。 

 続きまして、１３４ページにかけての目２学校管理費は、小学校同様、中学校の運営、校舎

設備管理のための経常的経費で、図書館司書及び事務員の人件費のほか、需用費として消耗品、

光熱水費などの経常的経費、委託料として設備等管理委託、学校庁務の業務委託等が主な内容

でございます。 

 １３５ページにかけての目３教育振興費は、中学校の教科学習の消耗品の購入や各教科で使

用する教材用品等の購入、就学援助費等が主なものでございます。 

 次に、１３６ページにかけての項４社会教育費、目１社会教育総務費、社会教育総務一般経

費の主なものは、社会教育委員、生涯学習審議会委員の報酬、職員の人件費のほか、休日の中

学校部活動の地域移行に係る負担金及び文化協会などへの補助金が主なものでございます。 

 １３７ページにかけての文化の館事業につきましては、光熱水費や警備委託などの施設管理

に係る経常的な経費のほか、文化の館野立て用生け垣修繕工事等を行いました。 

 続きまして、１３８ページにかけての目２公民館費、公民館一般経費は、公民館長への報酬、

分館役員の謝礼、分館活動費の補助などが主なものでございます。 

 各種公民館事業は、公民館報の発行や公民館講座等の講師謝礼等で、文化講座をはじめ納涼

音楽会、二十歳のつどい、文化祭の開催などの各種事業を開催し、大勢の皆さんのご参加をい

ただきました。 

 分館施設整備補助事業は、分館活動の基盤となる地区公民館の改修・修繕に関わる補助を行

いました。 

 １４０ページにかけての目３図書館費、図書館一般経費につきましては、図書館長の報酬、

会計年度任用職員の人件費のほか、「としょかん講座」等に係る講師等謝礼、図書の購入費の

ほか、光熱水費や館内清掃等委託、電気保安点検等、施設の維持管理に係るものが主なもので

ございます。 

 図書館ネットワークシステム事業は、ネットワークシステムの保守委託、共通経費の負担金
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が主なもので、２市２町１村１大学の図書館及び学校図書館との連携により、図書の検索、予

約、貸出し等の充実を図りました。 

 １４１ページにかけての目４文化財保護費、文化財保護一般経費は、文化財保護審議会委員

の報酬、会計年度任用職員の人件費、文化財の保護、伝統芸能の保存継承のための保存団体等

への補助、旧久保家住宅の警備委託などの維持管理に係る経費のほか、旧久保家住宅に関して

歴史的建造物としての調査を行いました。また、史料室備品として古文書等撮影機材などを購

入いたしました。 

 １４２ページにかけての坂木宿ふるさと歴史館管理一般経費は、施設の管理運営に係るもの

で、村上義清や坂木宿を主体とした常設展示や、「第１０回坂城のお雛さま」展を開催いたし

ました。 

 続きまして、埋蔵文化財発掘調査事業は、開発行為等に伴う立会い調査、試掘調査に係る重

機借り上げなどの経費が主なものでございます。 

 次に、１４３ページにかけての目５資料館管理費、資料館管理一般経費は、格致学校歴史民

俗資料館の管理運営に係る経常的な経費のほか、格致学校自動火災報知設備の修繕を行いまし

た。 

 続きまして、１４４ページにかけての目６文化センター管理費、文化センター管理一般経費

は、施設の光熱水費や宿日直業務の委託料など、維持管理に係る経常的経費のほか、文化セン

ター駐車場区画線設置などの工事を行いました。 

 繰越 文化センター管理一般経費は、施設の長寿命化と利用者の利便性の向上を図るための

文化センター耐震補強・大規模改修工事に係る設計監理委託料、工事請負費などでございます。

昨年６月に竣工となり、多くの町民の皆様に快適にご利用いただいております。 

 続きまして、目７青少年育成費、青少年育成一般経費につきましては、青少年を育む町民会

議への補助や、各地区で管理している遊具の点検等に係る遊園地遊具管理等補助金などが主な

ものでございます。 

 次に、１４５ページにかけての目９生涯学習振興費、生涯学習推進事業では、さかきふれあ

い大学を運営し、生涯学習の推進に努め、専門講座の講師等謝礼、ふれあい大学教養講座等の

開催に係る経費が主なものであります。また、人権を尊重し、豊かな福祉の心を育む町民集会

において、「泥かぶら」の公演を行いました。 

 次に、項５保健体育費、目１保健体育総務費、保健体育総務一般経費は、スポーツ推進委員

等への報酬や競技審判員、競技役員への謝礼、町体育協会、スポーツ少年団等への補助を行い

ました。 

 １４６ページにかけての各種スポーツ教室開設事業は、キッズスポーツ教室、スキー・ス

ノーボード教室の開催に係る経費が主なものでございます。 
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 体育施設整備事業は、グラウンドやマレットゴルフ場などの体育施設の整備委託、体育施設

用地の借上料などが主なものでございます。 

 １４７ページにかけての目２武道館管理費、武道館管理一般経費は、指導員への報酬のほか、

施設の管理に係る光熱水費などの経常的な経費のほか、武道館の漏水の修繕等を行いました。 

 次に、１４８ページにかけての目３食育・給食センター運営費、食育・給食センター運営事

業につきましては、職員の人件費のほか、賄材料費、調理業務委託、ボイラー管理や給食配送

委託、修繕料などの施設維持管理に係る経費が主なものでございます。 

財政係長（宮嶋君） 続きまして、１４８ページから１４９ページにかけての款１２公債費につ

きましては、長期債の償還元金とその利子の支出でございます。 

 款１４予備費につきましては、町循環バスの車両修繕料１８６万１，１４５円ほか２件、

３００万６，１４５円について、急を要するため予備費から充当しております。 

 次に、「令和６年度主要施策の成果及び実績報告書」の２ページでご報告いたしております、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく財政指標である財政健全化判断比率につき

ましてご説明申し上げます。 

 令和６年度実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、一般会計、特別会計及び公営

企業会計において、いずれも黒字のため数値は入っておりませんが、括弧書きで黒字を示すマ

イナスの比率を参考にお示ししてございます。 

 次に、実質公債費比率につきましては、町の一般会計等で負担する元利償還金に一部事務組

合等が起こした起債に対する町の負担分を含めた額が、町の標準財政規模の額に対し占める割

合を過去３か年の平均で表したもので、前年度から０．５ポイント増の８．４％となっており

ます。 

 最後に、将来負担比率につきましては、一般会計等の借入金など、将来支払っていく可能性

のある負担等の重さを表したもので、昨年度に引き続きマイナスでございます。 

 財政の健全化判断の基準となる四つの指標につきましては、いずれの指標も健全な状況で推

移いたしているところでございます。 

 また、下水道事業に係る資金不足比率については、資金が充足されているため、こちらも数

値は入っておりません。 

 以上、歳出総額は８１億５，４６６万６３１円で、前年度対比プラス１４．０％、９億

９，９４２万２千円の増となりました。なお、予算に対する執行率は、全体で９７．５％でご

ざいます。 

 以上で令和６年度坂城町一般会計歳入歳出決算の詳細説明を終わらせていただきます。 

議長（中嶋君） 以上で、各課長等による詳細説明が終わりました。 

 会議の途中でございますが、ここで１０分間休憩をいたします。 
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（休憩 午後 ２時３３分～再開 午後 ２時４３分） 

議長（中嶋君） 再開いたします。 

 次に、日程第８「議案第３５号」から日程第１２「議案第３９号」までの５件は、令和６年

度一般会計、各特別会計及び企業会計の決算認定案であります。 

 これらについては、地方自治法第２３３条第２項、第２４１条第５項及び地方公営企業法第

３０条第２項の規定により決算審査が実施されましたので、監査委員の審査所見を求めます。 

代表監査委員（春日君） それでは、過日実施いたしました決算審査の結果について、ご報告を

申し上げます。 

 お手元に配付されております、令和６年度坂城町一般会計・特別会計・公営企業会計決算及

び財政健全化判断比率に関する審査意見書として取りまとめてあります。 

 この意見書は、８月２８日に地方自治法第１９９条第９項の規定に基づき町長に報告し、議

長に提出してございます。監査はこの意見書の１８ページ以降につづられております坂城町監

査基準に基づいて実施されております。 

 最初に審査の概要につきまして、審査期間は７月２２日から７月３１日まで及び８月１８日

に坂城町役場庁舎内において実施いたしました。審査の対象は地方自治法第２３３条第２項の

規定による歳入歳出決算及び地方公営企業法第３０条第２項の規定による決算で、町長より審

査に付されました令和６年度坂城町一般会計歳入歳出決算、坂城町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算、坂城町介護保険特別会計歳入歳出決算、坂城町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算、坂城町下水道事業会計決算でございます。 

 また、地方自治法第２４１条第５項の規定による基金の運用状況、地方自治法第１９９条第

５項の規定による令和６年度に施工した工事、地方自治法第１９９条第７項の規定による財政

援助団体として、本年度は坂城町商工会、坂城町中小企業能力開発学院の令和６年度歳入歳出

決算を対象といたしました。 

 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定による健全化判断比率の審査は８月

１８日に実施いたしました。 

 次に、審査の対象となる法律及び政令で定める決算附属書類は、記載のとおりであります。

歳入歳出決算事項別明細書、公営企業会計に係る決算書、実質収支に関する調書、財産に関す

る調書、基金の運用状況に関する資料、令和６年度に施工した工事に関する資料、地方公共団

体の財政健全化判断比率の算定書類であります。 

 審査の方法は、坂城町一般会計、特別会計並びに公営企業会計の歳入歳出決算書類等を基に

会計管理者所管の関係諸帳簿と照合するとともに計数の正確性を確認し、関係各課等からの主

要施策の成果及び実績報告書を基に事業内容等について説明を聴取し、審査を行いました。基

金の運用状況の審査につきましては、決算審査に関連しておりますので、その折々に取り上げ
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て実施しております。また、例月監査におきましても毎月基金残高を確認しているところでも

あります。 

 また、町が補助金を交付している団体として坂城町商工会、坂城町中小企業能力開発学院に

ついても関係書類を持参していただき、担当者から説明を聴取し、町が補助している金額につ

いて、その使途を確認し、全体の運営状況について審査いたしました。 

 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定による財政健全化判断比率の審査に

つきましては、担当者から説明を聴取し、その比率の算定の基礎となる書類を基に計数の正確

性を確認いたしました。 

 審査の結果でございます。 

 審査に付された各会計の歳入歳出決算及び附属書類は、いずれも関係法令の定める様式に

従って作成されており、決算の計数は諸帳簿と符合して正確であることを認めました。また、

坂城町商工会、坂城町中小企業能力開発学院につきましても正確に処理されており、適正であ

ると認めました。財政健全化判断比率及び算定書類は、関係法令の定める様式に従って作成さ

れており、比率の計数は算定書類と符合して正確であることを認めました。 

 以上が審査の概要と結果の報告であります。 

 次に、決算の概要について取りまとめてございます。 

 まず総括として、令和６年度の決算について一覧にしてございます。一般会計の歳入総額は

８２億２，０２１万７，６７０円、前年比５億３，０１１万３，０４２円、率で６．９％の増。

歳出総額は８１億５，４６６万６３１円、前年比９億９，９４２万２，０６１円、率で１４％

の増、歳入歳出差引残額は６，５５５万７，０３９円、前年比４億６，９３０万９，０１９円

の減となりました。 

 特別会計につきましては、下水道事業特別会計が公営企業会計に移行したことにより、国民

健康保険、介護保険、後期高齢者医療の三つの特別会計の合計として計上してございます。歳

入総額は２８億７，５６１万５，７８７円、歳出総額は２８億６，８５４万６，６８９円、前

年比２２８万６，９３１円の増となっております。なお、下水道事業会計の歳入総額は７億

８，３４０万９，８６２円、歳出総額は９億７，５３２万１７３円となりました。 

 次に、４ページになりますが、財政指標について取りまとめてございます。主要な四つの指

標でありますが、いずれも比率をもって評価するものであります。一つの目安として受け止め

ていただきたい数値であります。 

 まず、経常収支比率は７９．９％です。比率が高いほど財政の硬直化が進んでいるという見

方になります。昨年より２．３ポイントの減となっています。引き続き、抑制に向けて留意し

ていただきたいと思います。 

 次に、財政力指数ですが、０．６２９であります。数値が１に近いほど財源に余裕があると
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言われますが、３年平均で前年より０．００８上昇しております。引き続き財政の健全化に向

けて努めていただきたいと思います。 

 公債費比率は５．１％、実質公債費比率は８．４％であります。公債費比率は地方債元利償

還金の標準財政規模に対する割合であります。また、実質公債費比率は下水道事業等を含めて

計算した数値であります。起債事業は将来の負担を負うものですから、運用にあたっては十分

留意され、引き続き健全な財政運営に努めていただくようお願いいたします。 

 次に、５ページから８ページにかけて、一般会計の詳細についてまとめてございます。決算

額は歳入総額が８２億２，０２１万７，６７０円、歳出総額が８１億５，４６６万６３１円、

歳入歳出差引残高は６，５５５万７，０３９円となり、そのうち１，５００万円を地方自治法

第２３３条の２の規定により基金として積み立て、残額の５，０５５万７，０３９円は翌年度

に繰越しとしております。 

 歳入につきましては、収入済額は前年度と比較して５億３，０１１万３，０４２円の増と

なっております。令和６年度の款別の収入状況は、表のとおりでございます。 

 次に、６ページには町税の税目別収入状況を一覧にしてございます。町税、町民税、固定資

産税、軽自動車税、町たばこ税、入湯税、全体の収入済額は３０億９，０８３万８２５円で、

前年と比較した額で４億２，０９７万２，７０３円、率で１５．８％の増となっております。

このうち町民税の収入済額は１６億６９０万１，９０５円で、前年比４億４，２６７万

５，２８８円、率で３８％の増となっております。そのうち個人町民税は１７．４％の増、法

人町民税は額で３億１，１０８万１，４００円、率で７６．４％の増となりました。固定資産

税については１．５％の減。 

 また、収入率ですが、現年課税分は９９．５％となり、前年と同率、滞納繰越分を含めた町

税全体では９６．７％と、前年比０．５ポイント改善されております。 

 一方、収入未済額全体の残額は、収納率の増加、滞納処分が行われたこともありまして、前

年より７４万４，７１９円の減少となっております。未納額の解消には大変ご苦労されている

ところではありますが、引き続き徴収率の向上に努めてください。 

 なお、不納欠損の処理については、地方税法の規定に基づくものでありまして、やむを得な

いものとして認めました。 

 歳出の状況については、８ページにまとめてございます。歳出額は前年度に比較して９億

９，９４２万２，０６１円の増となっております。支出状況を款別を表にしてあります。また、

表の下にまとめてありますが、令和６年度は、町民まつり等の町行事の開催や、中高校生を対

象とする海外研修事業の実施、物価高騰による負担を軽減するため、低所得世帯を支援する給

付金支給事業等、多くの事業が実施されました。 

 ハード面では、文化センター耐震補強・大規模改修工事に併せて、太陽光発電、蓄電設備が
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整備されたほか、村上小学校には災害用マンホールトイレを整備し、災害に強く環境に優しい

まちづくりが進められました。また、町道Ａ０１号線の道路改良工事や昭和橋等の橋梁修繕事

業など、生活基盤に係る事業も継続して実施されました。また、老朽化が進む保健センター、

老人福祉センターを統合して、子育て支援機能を併せ持つ新複合施設の建設に向けて基本設計

がまとめられました。 

 ソフト面では、住民サービスの向上と業務の効率化を図るため、公共施設予約管理システム、

デジタル観光マップ、書かない窓口などを導入し、デジタル化の推進事業が実施されました。 

 今後も住みよいまちづくりを進め、住民、企業、行政が連携して活力ある地域づくりに積極

的に取り組む中で、予算の適正かつ効率的な執行をお願いいたします。 

 次に、特別会計並びに公営企業会計の詳細ですが、各会計について歳入歳出の決算額、収納

の状況等を９ページから１１ページにまとめてあります。お目通しいただき、説明のほうは省

略させていただきます。 

 １１ページ下段になりますが、実質収支に関する調書についてご報告いたします。決算書の

それぞれの会計の末尾のページに記載されておりますが、いずれも適法に作成されており、計

数は正確であるものと認めました。 

 １２ページから１３ページは、基金の運用状況について計上してございます。一般会計

１８基金、特別会計２基金となっております。各基金の設置目的に合った活用がなされ、その

処理は適正であると認めました。 

 次に、工事検査であります。７月３１日に本年度施工された工事のうち、１４ページ記載の

３か所について調書としてまとめてあります。いずれも計画どおり執行されていることを確認

しました。 

 次に、指摘事項であります。一般会計は各課ごと、特別会計は会計ごとにまとめてあります。

過日の決算審査において、関係各課より事業内容を聴取する中で、今後の課題として認識する

ものについて取りまとめました。各課におかれましては、実現に向けて取り組んでいただきた

いと思います。 

 なお、この記述に至らなかった指摘事項につきましては、その場でその都度口頭にて検討を

お願いをしています。 

 また、財政支援団体については、監査の折にその内容を伝えてあります。個々の内容につい

ては省略しますが、お目通しいただきたいと思います。 

 最後になりましたが、財政健全化法に基づく健全化判断比率であります。この法律は地方公

共団体の財政状況について客観的に算定し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するもの

として定められております。その中で、実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、当町

では決算が黒字でありますので数値が入ってきません。実質公債費比率は８．４％になりまし



 

－ 44 －  

たが、早期健全化の基準が２５％でありますので、健全な財政運営がなされているものと言え

ます。 

 将来負担比率は一般会計などの地方債残高のほか、下水道事業会計や葛尾組合等の一部事務

組合、広域連合などに対する債務を含めた自治体が背負っている実質的な債務を標準財政規模

で割った比率で、将来的な負担の重さを示すもので、黒字であったので数字が入りません。 

 また、資金不足比率は公営企業会計としての下水道事業の資金が充足されているため、数値

が入りません。 

 坂城町の数値は全てにおいて早期健全化を必要とする基準値の範囲内にあります。引き続き

将来に向けて健全な財政運営を期待しております。 

 以上をもちまして令和６年度の決算審査のご報告とさせていただきます。 

議長（中嶋君） 以上で提案理由の説明及び決算認定案に対する代表監査委員のご報告が終わり

ました。 

 以上で、本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日２日から９月８日までの７日間は、議案調査等のため休会といたし

たいと思います。 

 ご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（中嶋君） 異議なしと認めます。 

 よって、明日２日から９月８日までの７日間は、議案調査等のため休会とすることに決定い

たしました。 

 次回は９月９日、午前９時より会議を開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

（散会 午後 ３時０２分） 

 

 


